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周防大島町告示第69号 

 平成19年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成19年８月30日 

                              周防大島町長 中本 冨夫 

１ 期 日  平成19年９月６日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

安本 貞敏君          伊東 梅芳君 

土手 正喜君          平野 和生君 

荒川 政義君          浜戸 信充君 

杉山 藤雄君          神岡 光人君 

田村 三郎君          伊藤 秀行君 

平村 真成君          魚谷 洋一君 

松井 岑雄君          広田 清晴君 

魚原 満晴君          冨田 安英君 

木村  潔君          中本 博明君 

平川 敏郎君          田中隆太郎君 

小田 貞利君          尾元  武君 

久保 雅己君          新山 玄雄君 

────────────────────────────── 

○９月18日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成19年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成19年９月６日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成19年９月６日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約・法１８０条関係「平成１９年度

油田地区広域漁港整備工事」） 

 日程第６ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第７ 認定第１号 平成１８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第２号 平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第９ 認定第３号 平成１８年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第４号 平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第11 認定第５号 平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第６号 平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第13 認定第７号 平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第14 認定第８号 平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第９号 平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第16 認定第10号 平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
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 日程第17 認定第11号 平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第18 認定第12号 平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第19 議案第１号 平成１９年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第20 議案第２号 平成１９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第21 議案第３号 平成１９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第４号 平成１９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第５号 平成１９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第６号 平成１９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第25 議案第７号 平成１９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第８号 周防大島町一般廃棄物処理施設の設置等に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第27 議案第９号 周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第28 議案第10号 動産の買入れについて 

 日程第29 議案第11号 循環型社会形成推進事業最終処分場整備（建築・土木造成）工事の請

負変更契約の締結について 

 日程第30 山口県後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約・法１８０条関係「平成１９年度

油田地区広域漁港整備工事」） 

 日程第６ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第７ 認定第１号 平成１８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 認定第２号 平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第９ 認定第３号 平成１８年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第４号 平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついて 

 日程第11 認定第５号 平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第12 認定第６号 平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第13 認定第７号 平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第14 認定第８号 平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第15 認定第９号 平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第16 認定第10号 平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第17 認定第11号 平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第18 認定第12号 平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第19 議案第１号 平成１９年度周防大島町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第20 議案第２号 平成１９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第21 議案第３号 平成１９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第４号 平成１９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第５号 平成１９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第６号 平成１９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第25 議案第７号 平成１９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第８号 周防大島町一般廃棄物処理施設の設置等に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第27 議案第９号 周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第28 議案第10号 動産の買入れについて 

 日程第29 議案第11号 循環型社会形成推進事業最終処分場整備（建築・土木造成）工事の請

負変更契約の締結について 

 日程第30 山口県後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙について 

────────────────────────────── 

出席議員（24名） 
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１番 安本 貞敏君       ２番 伊東 梅芳君 

３番 土手 正喜君       ４番 平野 和生君 

５番 荒川 政義君       ６番 浜戸 信充君 

７番 杉山 藤雄君       ８番 神岡 光人君 

９番 田村 三郎君       10番 伊藤 秀行君 

12番 平村 真成君       13番 魚谷 洋一君 

14番 松井 岑雄君       16番 広田 清晴君 

17番 魚原 満晴君       18番 冨田 安英君 

19番 木村  潔君       20番 中本 博明君 

21番 平川 敏郎君       22番 田中隆太郎君 

23番 小田 貞利君       24番 尾元  武君 

25番 久保 雅己君       26番 新山 玄雄君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（２名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 坂本  薫君     議事課長 木元 真琴君 

書  記 河井 敏博君     書  記 平田富久代君 

書  記 藤本万亀子君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中本 冨夫君   副町長 ………………… 椎木  巧君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 北杉 憲昌君 

代表監査委員 ………… 末満 良勇君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 川田 昌満君   総務部長 ……………… 村田 雅典君 

総務課長 ……………… 吉田 芳春君   政策企画課長 ………… 中野 守雄君 

財政課長 ……………… 奈良元正昭君   健康福祉部長 ………… 馬野 正文君 

産業建設部長 ………… 岡村 春雄君   環境生活部長 ………… 村田 章文君 

久賀総合支所長 ……… 野口 菊義君   大島総合支所長 ……… 山本  治君 

東和総合支所長 ……… 鍵本 一和君   橘総合支所長 ………… 浜中 清孝君 
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教育次長 ……………… 布村 和男君   公営企業局総務部長 … 河村 常和君 

税務課長 ……………… 橋本 澄夫君   公営企業局財政課長 … 村岡 宏章君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（新山 玄雄君）  おはようございます。本日は御出席いただきましてありがとうございま

す。 

 ただいまから平成１９年第３回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、７番、杉山藤雄議員、８番、神

岡光人議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る８月３０日開催の議会運営委員会において協議の結

果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から９月１９日までの１４日間といたしたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布して

ある会期日程のとおり、本日から９月１９日までの１４日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、本年６月以降本日までに本議会に提出されております文書について御報告いたします。 

 地方自治法の規定に基づき、監査委員より例月現金出納検査６月、７月、８月実施分の結果の

報告がありましたので、お手元にその写しを配布いたしております。 

 次に、陳情、要望については正式にはございませんでした。が執行部より、道路財源確保につ

いて議会からの意見書提出の依頼がありました。 

 この件につきましては議会運営委員会で御審議をいただきました。 
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 意見書案については、議員各位既に周知いたしておりますそのものを、本会期において議員発

議として意見書提出を予定いたしておりますので、その節はよろしくお願いをいたします。 

 系統議長会関係では７月１３日、７月１３日、山口市において、山口県町村議会議長会定例会

が開催され、任期満了に伴う役員改選が行われ、会長には田布施町議会議長の向井恒夫氏が、副

会長には阿武町議会議長が再任、私は引き続き監事として再任をされました。任期は平成１９年

７月１３日から２年間であります。 

 また、山口県離島振興町議会議長会の任期満了に伴う役員改選が６月２８日行われ、会長には

田布施町議会議長が、副会長に私、新山玄雄がそれぞれ再任をされました。任期は１９年７月

７日から２年間であります。 

 それぞれの新役員については、お手元に配布いたしておりますので御高覧ください。 

 次に、委員会報告として、建設環境常任委員長より委員会の行政視察研修の成果報告が提出さ

れておりますので、お手元にその写しを配布いたしております。御高覧いただきたいと思います。

建設環境常任委員会の皆様、研修御苦労さまでございました。 

 最後になりましたが、議員定数の問題に関しては本会期中に、本町として相応──相ふさわし

い、ふさわしい定数を引き出し、議員提案として定数条例の改正が行わればと思っております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４、行政報告及び議案の説明に入ります。 

 町長より行政報告並びに議案の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  おはようございます。平成１９年第３回周防大島町議会定例会を招集い

たしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折、早朝から御参集を賜り、まことに

ありがとうございます。それでは、本日提案をしております議案につきまして、提案理由の説明

を申し上げます。 

 報告第１号は、専決処分の報告についてであります。 

 平成１９年度油田地区広域漁港整備工事において、議会の委任による専決処分の指定の範囲内

における工事請負変更契約を、専決処分により締結をいたしましたので報告するものであります。 

 同意第１号は、周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてであります。 

 来る１１月の２６日をもって任期満了となります周防大島町教育委員会委員の任命につきまし

て、議会の御同意をお願いをするものでございます。 

 認定第１号から認定第１２号までの１２件は、平成１８年度各会計決算等の認定についてであ

ります。 
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 平成１８年度の周防大島町一般会計歳入歳出決算を初めとした各特別会計歳入歳出決算、周防

大島町公営企業局企業会計事業決算の認定についてお諮りをするものであります。 

 監査委員の決算審査意見並びに主要施設施策成果説明書を添えて決算書をお配りをいたしてい

るところでありますが、おかげさまで各会計とも順調に予算の執行ができました。このことは議

員各位を初め、町民の皆様方の暖かい御理解と御協力の賜物であり、ここに深く感謝の意を表す

る次第であります。 

 決算の詳細内容につきましては、後ほどそれぞれ担当から御説明を申し上げます。 

 次に、議案第１号は、平成１９年度周防大島町一般会計補正予算第２号についてであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,５８５万円を追加をし、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１５９億７,０１２万９,０００円とするものであります。 

 議案第２号は、平成１９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１１９万円を追加をし、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ３７億３８８万３,０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成１９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算第１号についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,３８８万４,０００円を追加をし、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ３０億４,１７２万円とするものであります。 

 議案第４号は、平成１９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算第１号についてであり

ます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５２２万５,０００円を追加をし、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１０億３２３万７,０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成１９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算第２号についてでありま

す。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４万６,０００円を追加をし、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ５億３,６００万３,０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成１９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算第２号についてで

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、各地区の農業集落排水事業進捗状況に合わ

せて、事業費ごとの組み替えを行ったものであります。 

 議案第７号は、平成１９年度の周防大島町渡船事業特別会計補正予算第１号についてでありま

す。 
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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８万７,０００円を追加をし、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ７,７７２万７,０００円とするものであります。 

 議案第８号は、周防大島町一般廃棄物処理施設の設置等に関する条例の一部改正についてであ

ります。 

 最終処分場及びリサイクル施設、いわゆる周防大島町環境センターが完成をすることに伴い、

名称及び位置を新たに加えるとともに、既存の２つの処理施設を加えて条例の一部を改正しよう

とするものであります。 

 議案第９号は、周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてであります。 

 このたび、周防大島町環境センターが完成することに伴う条文の追加と、一般廃棄物の処理手

数料を処理施設ごとに区分し定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 議案第１０号は、動産の買い入れについてであります。 

 新しく完成する環境センターの業務を運用するためのダンプ等運搬車両の買い入れについて、

指名競争入札の結果、周防大島町大字内入の久保モータースが落札をいたしましたので、この業

者と物品売買契約の締結をするため、議会の議決をお願いをするものであります。 

 議案第１１号は、循環型社会形成推進事業最終処分場整備（建築・土木造成）工事の請負変更

契約の締結についてであります。 

 この工事は、飛島建設・大島建設特定建設工事共同企業体と契約をし工事を進めておりますが、

このたび施工方法の変更により原契約を増額をし、工事請負変更契約を締結するため、議会の議

決をお願いをするものであります。 

 以上が本日提案している議案等でございます。 

 この際、報告を申し上げます。 

 待望の東和庁舎及び星野哲郎記念館が完成をいたしました。東和総合支所は７月の１７日に庁

舎開庁式を行って業務を開始をし、星野哲郎記念館は７月２５日にたくさんの方をお迎えをし開

館記念式典を挙行いたしました。 

 星野先生はもちろんのこと、御臨席の皆様は、記念館の完成を大変喜ばれ盛会時に式典を終え

ることができました。暑い中、議会の皆様も多数御臨席を賜りまことにありがとうございます。 

 なお、先生から、記念館の建設に当たり、周防大島町に対してお礼の気持ちを込めて、本町の

子供たちが自分の夢、町に対する夢などを作文に書いてもらい、その優秀作品に対する褒賞金と

して活用する星野力シップの目録書をいただきました。褒賞金の総額は１,０００万円とし、毎

年１００万円ずつ１０年間にわたって継続するというものであります。大変ありがたいお話であ

り、教育委員会を所管といたしまして、褒賞金給付規則等を定め有効に活用させていただきたい

と思っております。 
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 また、この式典に当たって、各方面から多額のお祝い金をいただいており、この浄財は、財政

法上寄附金として取り扱われることになりますので、一般会計予算に補正を計上したところであ

ります。 

 星野記念館の完成によりまして、観光交流人口の増が見込まれるわけでありますが、今後とも

議員各位の御理解と御協力を節にお願いをする次第であります。 

 なお、参考までに御紹介をしますが、開館からおよそ１カ月が経過をした８月末までの入館者

の総数は１万６,４３５人と聞いております。 

 次に、環境生活部の移転についてであります。６月定例会で御議決をいただきました旧ハロー

ワーク大島の建物購入につきましては、８月初めに国の許可がおり、盆明けから建物内部の改装

を、改修を進めてまいりました。 

 改修工事も完了いたしましたので、今週土日の２日間で事務機器等の移転を完了させ、週明け

の１０日から環境生活部の傘下は久賀東庁舎内において業務を開始をすることになりますので、

御報告を申し上げます。 

 次に、行財政改革に伴う今後の組織機構の体制について御報告をいたします。 

 まず、今後の廃棄物処理施設の運転管理業務体制について申し上げます。 

 廃棄物処理施設の運転管理につきましては、施設への規制強化に加えまして、機械設備も高度

化をし、これに対応した専門的な知識と技術が要求されるため、多くの自治体で施設の運転業務

を直営から民間委託に移行する傾向にあります。 

 現在、本町の主な廃棄物処理施設はし尿処理施設と焼却施設がありますが、今年度はリサイク

ル施設と最終処分場が完成する運びとなっております。 

 現有施設につきましては、し尿処理施設が３名、焼却施設が６名の計９名の技能職員で運転管

理をしているところでありますが、今年度末には焼却施設の職員２名が定年退職となります。町

といたしましては、真に持続可能な行財政を実現するためには定員の適正化が喫緊の課題である

ことから、新たに技能職職員の補充、採用はしない方針としており、直営と業務委託について、

それぞれの施設の現状や運転の難易度、経費面等について総合的に比較検討を行ったところであ

ります。 

 その結果、機械設備類の老朽化に加え、排出規制の強化や高度な運転技術を必要とするし尿処

理施設と焼却施設の運転業務につきましては民間に委託することとし、リサイクル施設と最終処

分場については新たに稼働するため、処理対象物の搬入実績もないことから、し尿及び焼却施設

の技能職員の配置転換を行い、当分の間直営とすることが本町にとって最善の策であると判断を

したところであります。 

 次に、教育委員会関係の図書館及び学校給食センターの運営方針について申し上げます。 
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 まず、図書館についてであります。本町の図書館は旧町単位に設置をしており、社会教育課長

及び久賀、大島、橘の教育支所長が図書館長を兼務をし、実際の業務は現在それぞれ２名体制で、

うち１名は司書の資格を有する職員による計８名で図書の貸し出し、デファーレンスサービスな

どの図書館業務を行っております。しかしながら、今年度末から始まる団塊の世代の大量退職や

厳しい財政状況を背景とした一層の行財政改革の徹底にかんがみまして、図書館の運営について

直営、民間委託、指定管理、また経費面等さまざまな観点から調査、検討を行ってきたところで

あります。 

 その結果、図書館はすべての住民の読書の要求にこたえ、豊かな読書環境を創造し、心の安ら

ぎを提供する生涯学習の拠点施設であり、また読書活動を通じて子供たちの豊かな感性や情操を

はぐくむ子育て支援という重要な役割を担っていることにかんがみまして、町が直接管理運営す

ることが最上の選択であると判断をしたところでございます。 

 しかしながら、今年度から始まる職員の大量退職へ対応し得る行政体制の構築も必要となるこ

とから、図書館の機能面の改革に取り組むこととし、社会教育課長及び３教育支所長は、そのま

ま図書館長を兼務をするものとし、また、合併前から山口県県立の図書館との連携を図り、郡内

の図書館の取りまとめを行ってきた久賀図書館を中心館的図書館とすることが最善の方策である

と判断をしたところであります。 

 よって、久賀図書館には司書１名、正規職員１名の２名体制で図書館運営協議会の事務を所掌

させ、図書選定や全体的な図書館運営の事務を行わせるものとし、他の３図書館につきましては、

３名から４名のパート職員のローテーションによる２名体制を確立することにいたしましたので、

御報告を申し上げます。 

 なお、図書館の指定管理者制度の移行に関しましては、図書館利用の無料原則から、収益を生

む公平サービスではないため、営利を目的とする民間企業が管理運営を行うには無理が生じるこ

とから、指定管理者制度を適用することは制度的に矛盾があると判断をしたところでございます。 

 次に、学校給食センターの運営方針についてでございます。学校給食センターの運営方針につ

きましては、平成１７年度に策定、公表した集中改革プランにおいて平成２０年度から民間委託

の方針を示しており、その具現化を図ろうとするものでございます。 

 現在、学校給食センターは旧町単位で４カ所設置をしており、東和給食センターは既に業務委

託を実施をし、他の３カ所は直営で管理、運営しているところであります。 

 職員体制につきましては、久賀総合センターで正規の調理員３名、臨時職員３名、大島給食セ

ンターで正規の調理員２名、臨時職員３名、橘の給食センターで正規の調理員１名、臨時職員

５名となっております。 

 今年度末において、給食調理員２名が定年退職することから、平成２０年度からは橘学校給食
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センターを業務委託をし、その後も調理員の定年退職に合わせまして、平成２１年度は久賀学校

給食センター、平成２３年度は大島学校給食センターをそれぞれ業務委託にすることとしており

ます。 

 委託方法につきましては、委託業務の内容が調理、配送、洗浄等の包括的業務であることにか

んがみ、民間事業者の高い技術力やコスト意識を活用することによりまして、調理業務等の安全

性、効率性を確保するため、金額と提案によって落札者を決定する公募型のプロポーザル方式と

したいと考えております。 

 委託期間につきましては、児童生徒の給食であることから３年間とし、また、応募資格につき

ましても飲食店営業許可を取得をしているものとし、法人に限定をせず地元飲食店の応募も認め

ることとしております。 

 なお、今回の橘給食センターの公募に合わせまして、既に業務委託をしている東和給食セン

ターも公募することにしております。 

 いずれにいたしましても、現下の厳しい財政状況を乗り切るためには、引き続き普段の行財政

改革は必要となると考えるところでありますので、議員各位におかれましては、今後とも理解と

御支援を賜りますようお願いをいたします。 

 次に、同じ町名が縁で交流を重ねている佐賀県の武雄市の橘小学校６年生２７名が、本年度も

７月１７日から３泊４日の日程で来町をされました。 

 今回も昨年同様に橘ウインドパークを拠点に、大島Ｂ＆Ｇ海洋センターでカヌー体験、なぎさ

水族館で魚との触れ合い、陸奥記念館の見学、片添海水浴場で海水浴、魚釣り体験、ウインド

パークから竜崎温泉までのナイトウオークや、町内散策などたくさんのメニューを消化をし、ま

た安下庄小学校においては、６年生同士の交流会やバーベキュー、花火大会などを行い交流を深

めました。 

 次に、７月２５日付で公営企業局発注の周防大島町立大島病院移転新築工事設計監理業務の入

札について、条件つき一般競争入札を行う旨の公告をいたしました。８月２９日に郵便入札の開

札を行った結果、大阪市中央区の株式会社松田平田設計が３,８８５万円で落札をし落札候補者

となり、条件等事後審査をした結果、入札公告に明示をした入札参加資格要件を満たしており適

切であると判断をいたしましたので、この業者と契約を締結することといたしました。参考まで

に、業務の履行期間は平成２１年３月３１日までとなっております。 

 最後に、町が出資をしております財団法人周防大島町久賀生涯学習振興財団の経営状況を説明

する書類といたしまして、お手元に平成１８年度の事業報告及び収支決算報告書をお配りをいた

しておりますので、御高覧のほどお願いをいたします。 

 以上で、概略につきまして御説明をいたしましたが、詳しくは提案のつど私なり関係参与が御
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説明を申し上げますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いを

いたします。終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５、報告第１号専決処分の報告について、執行部の報告を求めま

す。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  それでは、報告第１号でございます。この件につきましては専決処

分の報告であります。 

 平成１９年度油田地区広域漁港整備工事につきまして、繰り越し工事といたしまして、本件工

事と同一箇所で施工中の平成１８年度油田地区広域漁港整備工事において、基礎工施工地盤の精

査によりまして、予定していた基礎伏せ石を減工し、消波ブロックの製作、据えつけを増工いた

しました。このため本工事で実施予定の消波ブロックの製作、据えつけを減工することが必要と

なり、原契約７,０７７万円から３９９万円を減額した６,６７８万円とする請負変更契約を、地

方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、指定されました専決処分事項により専決処分を行い

ましたので、これを報告するものであります。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、執行部の報告を終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．同意第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第６、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  周防大島町教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、本年１１月２６日をもって任期となります三谷俊雄氏を、周防大島町教育委員会委員

として再度任命をいたしたく、議会の御同意をいただくための御提案であります。 

 三谷氏は温厚、誠実な人柄、また、幅広い学識経験は教育委員として最適任であると考えてお

ります。任命に当たりまして議会の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げる次第でござ

います。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は人事案件でありますので質疑、討論は省略したいと思いますが御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。三谷俊雄委員の任命につき同意を求め

ることについて、これに同意することに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、三谷俊雄委員の任命につき同意すること

に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．認定第１号 

日程第８．認定第２号 

日程第９．認定第３号 

日程第１０．認定第４号 

日程第１１．認定第５号 

日程第１２．認定第６号 

日程第１３．認定第７号 

日程第１４．認定第８号 

日程第１５．認定第９号 

日程第１６．認定第１０号 

日程第１７．認定第１１号 

日程第１８．認定第１２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第７、認定第１号平成１８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の

認定についてから、日程第１８、認定第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計事業

決算の認定についてまでの１２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。北林……北杉会計、ごめんなさい。──管理者。 

○会計管理者兼会計課長（北杉 憲昌君）  それでは、認定第１号平成１８年度周防大島町一般会

計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を申し上げます。 

 この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、各会計の決算につきまして

議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、認定第１号平成１８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算につきまして補足説明を

申し上げます。 

 決算書の３ページをお開き願います。 

 歳入の合計額を申し上げますと、予算総額１６４億１,１１３万円、調定額１６４億６,２８２万
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９,６１３円に対しまして、収入済み額は１５８億２,３８４万１,５７０円で、調定額に対する

収入率は９６.１２％でございます。 

 不納欠損額１,３５２万２,８５０円につきましては、１ページの１款町税、１項町民税は

８８人の４７４万１,８００円、２項固定資産税は９２人の３６９万４,６００円、３項軽自動車

税は６８人の３１万８,１００円、５項特別土地保有税は４社の４０８万９,７００円。 

 ２ページの１１款分担金及び負担金、２項負担金では保育料６人分の６７万８,６５０円の合

計でございます。 

 収入未済額６億２,５４６万５,１９３円の内訳につきましては、主に１ページの１款町税、

１項町民税の現年２５４人、滞納繰り越し５０９人、合計７６３人で３,０３２万４,５４７円、

２項固定資産税は現年３５２人、滞納繰り越し７０２人、合計１,０５４人で５,３０３万

４,９６０円、３項軽自動車税は現年２５１人、滞納繰り越し５４４人、合計７９５人で

４５７万４,８００円、５項特別土地保有税は滞納繰り越し１１社で９９５万７,１００円。 

 ２ページの１１款分担金及び負担金、１項分担金は、事業の繰り越し分で団体営ため池等整備

事業１地区、単県農山漁村整備事業１地区、合計２地区で８２万５,０００円、２項負担金で保

育料の現年１２人、滞納繰り越し３７人、合計４９人の５７３万３,１２０円、１２款使用料及

び手数料、１項使用料で、住宅使用料の現年９９人、滞納繰り越し２４４人、合計３４３人の

３,３３７万１,３８６円、１３款国庫支出金１億１,０４１万６,０００円、１４款県支出金２億

２,４７７万１,７５０円、２０款町債１億５,１３０万円につきましては、事業の繰り越しに伴

う未収でございます。 

 ５ページをお開き願います。 

 歳出の予算総額１６４億１,１１３万円に対しまして、支出済み額は１５６億２６０万

７,７５７円で、執行率は９５.０７％でございます。 

 翌年度繰越額５億９９１万４,０００円につきましては、６月定例議会において御報告してお

ります平成１８年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。 

 内訳は４ページの２款総務費、１項総務管理費で防災行政無線整備事業費１億２,３２０万

４,０００円、４項選挙費で山口県議会議員選挙費１３０万５,０００円、３款民生費、１項社会

福祉費で介護保険対策事業費３９４万８,０００円、５款農林水産業費、１項農業費で団体営た

め池等整備事業費ほか１件で２,２１１万８,０００円、２項林業費で林道開設事業費１,３８９万

２,０００円、３項水産業費で広域水産物供給基盤整備事業費ほか２件の２億８,２０２万

９,０００円、７款土木費、２項道路橋梁費で道路新設改良事業費５,９７５万９,０００円。 

 ５ページの８款消防費、１項消防費で災害対策費３６５万９,０００円でございます。 

 不用額につきましては、事務事業の精算により２億９,８６０万８,２４３円となっております。 
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 歳入歳出差し引き残額は２億２,１２３万３,８１３円でございます。 

 以上で一般会計の説明を終わります。 

 詳細につきましては、４９ページからの一般会計歳入歳出決算事項別明細書を御参照のほどお

願いを申し上げます。 

 なお、以後の各会計の事項別明細書につきましても、説明は割愛させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、認定第２号平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。 

 ９ページをお願いします。 

 歳入の予算総額３３億９,０４３万５,０００円、調定額３４億８,４０７万４,４４８円に対し

まして、収入済み額は３３億８,０９２万１,２０８円で、調定額に対する収入率は９７.０４％

でございます。 

 不納欠損額は、国民健康保険税の１２５人で８１０万６,９６０円となっております。また収

入未済額は国民健康保険税の現年３７９人、滞納繰り越し８４１人、合計１,２２０人で

９,５０４万６,２８０円でございます。 

 １０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額３３億９,０４３万５,０００円に対しまして、支出済み額は３２億８,０２２万

１７円で、執行率は９６.７５％となっております。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は１億１,０２１万４,９８３円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は１億７０万１,１９１円でございます。 

 なお、被保険者の状況でございますが、１８年度末の世帯数は７,９０５世帯、被保険者数は

１万３,１７９人で、加入率は６２.２０％でございます。 

 また、１人当たり医療費は３４万１,１７９円となっております。 

 続きまして、認定第３号平成１８年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。 

 １３ページをお願いします。 

 歳入の予算総額５０億５,６７３万９,０００円、調定額４９億６１２万３６１円に対しまして、

収入済み額は４９億６１２万３６１円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、

収入未済額ともに０円でございます。 

 １４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額５０億５,６７３万９,０００円に対しまして、支出済み額は４７億９,７０８万

８,９９８円で、執行率が９４.８７％でございます。 
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 不用額は２億５,９６５万２円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は１億９０３万１,３６３円でございます。 

 なお、年度末の老人医療受給者数は６,１６５人で、受給率は２９.０７％でございます。 

 また、１人当たり医療費は８４万４,９３８円となっております。 

 続きまして、認定第４号平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。 

 １７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２７億８,１３９万９,０００円、調定額２７億９,０４０万４,４０１円に対し

まして、収入済み額は２７億８,４３２万９,８９９円で、収入率は９９.７８％となっておりま

す。 

 不納欠損額の１３３万４,９９０円は、介護保険料の５７人分でございます。 

 収入未済額は介護保険料の現年１０６人、滞納繰り越し１１７人、合計２２３人の４７３万

９,５１２円でございます。 

 １８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２７億８,１３９万９,０００円に対しまして、支出済み額は２６億９,９７４万

５,４５６円で、執行率は９７.０６％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は８,１６５万３,５４４円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は８,４５８万４,４４３円でございます。 

 なお、１８年度末の第１号被保険者数は９,６８４人で、人口に占める割合は４５.６７％でご

ざいます。 

 また、認定者数は２,０７８人となっております。 

 続きまして、認定第５号平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。 

 ２１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額２,６５３万９,０００円、調定額２,６４２万４,３５８円に対しまして、収入

済み額は２,６４２万４,３５８円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入

未済額ともに０円でございます。 

 ２２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額２,６５３万９,０００円に対しまして、支出済み額は２,６４２万４,３５８円

で、執行率は９９.５７％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は１１万４,６４２円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は０円の決算となっております。 



- 18 - 

 なお、訪問看護利用状況は、利用実人員で３９人、利用延べ回数は１,５８７回となっており

ます。 

 続きまして、認定第６号平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。 

 ２５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額１０億９,０７２万１,０００円、調定額１１億２,４６７万１,７７０円に対し

まして、収入済み額は１０億８,７５３万３,０７３円で、収入率が９６.７０％でございます。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額は、２款使用料及び手数料、１項使用料で給水使用料の現年

５２４人、滞納繰り越し１,０８１人、合計１,６０５人の３,７１３万８,６９７円でございます。 

 ２６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額１０億９,０７２万１,０００円に対しまして、支出済み額は１０億８,７５３万

３,０７３円で、執行率は９９.７１％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は３１８万７,９２７円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は０円の欠損でございます。 

 なお、給水人口は１万８,５６４人、普及率は８７.１１％となっております。 

 続きまして、認定第７号平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。 

 ２９ページをお願いします。 

 歳入の予算総額５億４,２０２万６,０００円、調定額５億３,８９８万５,１３２円に対しまし

て、収入済み額は４億８,３９８万３,４１１円で、収入率は８９.８０％でございます。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額５,５００万１,７２１円の内訳につきましては、１款分担金

及び負担金、１項分担金で受益者分担金の現年５２人、滞納繰り越し７６人、合計１２８人の

３４０万３,３００円、２款使用料及び手数料、１項使用料で現年４７人、滞納繰り越し

１０１人、合計１４８人の１６９万８,４２１円、３款国庫支出金、１項国庫補助金２,３６０万

円、６款町債２,６３０万円は事業の繰り越しに伴うものでございます。 

 ３０ページをお願いします。 

 歳出の予算総額５億４,２０２万６,０００円に対しまして、支出済み額は４億７,７８２万

１,４１１円で、執行率は８８.１５％でございます。 

 翌年度繰越額５,６０６万２,０００円は、安下庄地区下水道事業費でございます。 

 不用額は８１４万２,５８９円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は６１６万２,０００円でございます。 

 続きまして、認定第８号平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ
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きまして補足説明を申し上げます。 

 ３３ページをお願いします。 

 歳入の予算総額７億４,８１９万４,０００円、調定額７億３,９９９万１,５８８円に対しまし

て、収入済み額は７億１,３８８万６,９０７円で、収入率は９６.４７％でございます。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額２,６１０万４,６８１円の内訳につきましては、１款分担金

及び負担金では分担金の現年２３人、滞納繰り越し２６人、合計４９人の１２６万９,７００円、

及び事業の繰り越しに伴う受益者分担金８７万８,７７４円、２款使用料及び手数料、１項使用

料で農業集落排水使用料の現年１５人、滞納繰り越し１７人、合計３２人の３８万４,２０７円、

３款県支出金１,０９７万２,０００円、６款町債１,２６０万円は事業の繰り越しに伴うもので

ございます。 

 ３４ページをお願いします。 

 歳出の予算総額７億４,８１９万４,０００円に対しまして、支出済み額は７億１,３３５万

５,９０７円で、執行率は９５.３４％でございます。 

 翌年度繰越額２,４６１万５,０００円の内訳は、沖浦東地区農業集落排水事業費１,７１６万

３,０００円、秋地区農業集落排水事業費７４５万２,０００円でございます。 

 不用額は１,０２２万３,０９３円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は５３万１,０００円でございます。 

 続きまして、認定第９号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。 

 ３７ページをお願いします。 

 歳入の予算総額４,５３７万４,０００円、調定額４,４４８万２,６４３円に対しまして、収入

済み額は４,４４３万９,０８３円で、収入率は９９.９０％となっております。 

 不納欠損額は０円で、収入未済額は使用料４人分の４万３,５６０円でございます。 

 ３８ページをお願いします。 

 歳出の予算総額４,５３７万４,０００円に対しまして、支出済み額は４,４４３万９,０８３円

で、執行率は９７.９４％でございました。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は９３万４,９１７円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は、繰入金で財源調整を行っておりますので０円でございます。 

 続きまして、認定第１０号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。 

 ４１ページをお願いします。 

 歳入の予算総額８,４５３万円、調定額８,３０７万９２２円に対しまして、収入済み額は
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８,３０７万９２２円で、収入率は１００％でございまして、不納欠損額、収入未済額ともに

０円となっております。 

 ４２ページをお願いします。 

 歳出の予算総額８,４５３万円に対しまして、支出済み額は８,３０７万９２２円で、執行率は

９８.２７％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は１４５万９,０７８円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は、繰入金で財源調整を行っておりますので０円でございます。 

 続きまして、認定第１１号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算に

つきまして補足説明を申し上げます。 

 ４５ページをお願いします。 

 歳入の予算総額９６２万１,０００円、調定額８１５万６,８１１円に対しまして、収入済み額

は８１５万６,８１１円で、収入率は１００％となっておりまして、不納欠損額、収入未済額と

もに０円でございます。 

 ４６ページをお願いします。 

 歳出の予算総額９６２万１,０００円に対しまして、支出済み額は８１５万６,８１１円で、執

行率は８４.７８％でございます。 

 翌年度繰越額は０円で、不用額は１４６万４,１８９円となっております。 

 歳入歳出差し引き残額は０円でございます。 

 なお、平成１８年度の加入状況は４９.２０％で、見舞金の支給状況は、死亡１件、障害

４１件で２９１万９,０００円支給されております。 

 続きまして、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。 

 単位は千円で記入しております。 

 ３７１ページをお願いします。 

 一般会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額１５８億２,３８４万１,０００円、歳

出総額１５６億２６０万７,０００円、歳入歳出差し引き額は２億２,１２３万４,０００円とな

り、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源２,２６０万２,０００円を差し引きました実質収支額は、

１億９,８６３万２,０００円で決算をいたしております。 

 ３７２ページは、国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額３３億８,０９２万１,０００円、歳出総額３２億８,０２２万円、歳入歳出差し引き

額は１億７０万１,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３７３ページは、老人保健事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額４９億６１２万円、歳出総額４７億９,７０８万８,０００円、歳入歳出差し引き額は
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１億９０３万２,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３７４ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額２７億８,４３２万９,０００円、歳出総額２６億９,９７４万５,０００円、歳入歳出

差し引き額は８,４５８万４,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３７５ページは、訪問看護事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の２,６４２万４,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３７６ページは、簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の１０億８,７５３万３,０００円で、収支均衡の決算でございま

す。 

 ３７７ページは、下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額４億８,３９８万３,０００円、歳出総額４億７,７８２万１,０００円、歳入歳出差し

引き額は６１６万２,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が６１６万２,０００円

でございまして、実質収支額は０円となっております。 

 ３７８ページは、農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額７億１,３８８万６,０００円、歳出総額７億１,３３５万５,０００円、歳入歳出差し

引き額は５３万１,０００円となり、翌年度へ繰り越すべき財源が５３万１,０００円でございま

して、実質収支額は０円となっております。 

 ３７９ページは、漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の４,４４３万９,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３８０ページは、渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の８,３０７万円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３８１ページは、交通災害共済事業特別会計実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額、歳出総額は、同額の８１５万６,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 続きまして、財産に関する調書の御説明を申し上げます。 

 この調書につきましては、今年度移動のあった部分のみ説明させていただきます。 

 ３８３ページをお開き願います。 

 １、公有財産の、（１）土地及び建物のうち土地につきましては、消防分団機庫用地の購入、

沖浦地区内の県道大島環状線道路改良工事に伴う用地を県に提供、安下庄地区内老人憩いの家用

地３カ所の行政財産から普通財産への変更等によりまして、差し引き１７２.２４平方メートル

の減でございます。 

 建物につきましては、新たに建設取得しました竜崎温泉温水プール、大島斎場、解体した旧清

掃センター施設等によりまして、木造・非木造を合わせ差し引き６０２.４４平方メートルの増
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でございます。 

 ３８４ページの（２）山林、（３）動産、（４）物権、（５）有価証券につきましては、移動

はございません。 

 ３８５ページの（６）出資による権利では、柳井地域広域水道企業団へ、３,３１３万

１,０００円出資いたしまして、年度末現在高は、４７億１,２３３万６,３０５円となっており

ます。 

 ３８６ページの山口県東部南森林組合出資金の１万３,０００円の増は、配当金の積み立てで

ございます。 

 日本小型船相互保険組合出資金の２,５００円の減は、組合の清算に伴い減額となっておりま

す。 

 決算年度中の差し引き合計額は３,３１４万１,５００円の増で、決算年度末現在額の総計は

５１億５,６８７万９,８７５円となっております。 

 ３８７ページの２、物品につきましては、自動車が１台の増、備品では、３８８ページの消防

ポンプの購入、コピー機の廃棄等による増減でございます。 

 ３９２ページをお願いいたします。 

 ３、基金、（１）財政調整基金は、１億円の増で、平成１９年５月末現在高は１２億２,３００万

２,０００円でございます。 

 （２）の減債基金は、４,５２６万６,０００円取り崩しまして、起債の償還に充てております。 

 （３）の県収入証紙購入基金は、変更はございません。 

 ３９３ページの（４）の奨学資金貸付基金の６万４,０００円の増は、寄附金と利息でござい

ます。 

 （５）の福祉振興基金の４１万６,０００円の増は、利息でございます。 

 （６）の国民健康保険基金の１２万９,０００円の増は、利息でございます。 

 ３９４ページの（７）の介護給付費準備基金は、１７１万４,０００円積み立てまして年度末

現在高は、１億２４０万３,０００円となっております。 

 （８）のふるさと創生基金の２１万３,０００円の増は、利息でございます。 

 （９）の土地開発基金は、県道改良に伴う土地の売却で７９６万５,０００円の減、利息の

１０万８,０００円と土地売却代金の合計現金が、８０７万３,０００円となりまして、年度末現

在高は、１億１３万５,０００円でございます。 

 ３９５ページの（１０）の中山間ふるさと水と土保全基金は、変更ございません。 

 以上で、認定第１号平成１８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算書の認定についてから、認

定第１１号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで
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の補足説明を終わります。 

 なお、決算附属書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付いた

しておりますので、御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  御苦労さんでした。 

 暫時休憩をいたします。１０時５５分、５５分ですね。１０分余り休憩いたします。 

午前10時43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時55分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 補足説明の続きを求めます。川田企業管理者。 

○公営企業管理者（川田 昌満君）  認定第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局事業決算の

認定について補足説明を申し上げます。 

 お手元の平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算書書類１ページの決算報告書を

お開きいただきたいと思います。 

 まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計４０億５,１０２万３,３２２円に

対しまして、支出合計は、４０億７,５８２万６,８９２円の決算となりました。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計８５億７,８４０万円

に対しまして、支出合計は１００億２,７７１万４,２０６円の決算となりました。 

 次に、財務諸表につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、８ページの損益計算書でありますが、医業収支では、５億８,６９６万８,９０９円の医

業損失となり、医業外収支では５億２,３６６万５,６５７円の医業外利益となりました。 

 医業収支と医業外収支とを合わせた計上収支では、６,３３０万３,２５２円の計上損失となり、

特別利益１１万２,８００円を加えまして６,３１９万４５２円の赤字となりました。 

 次に、１０ページの剰余金計算書でありますが、利益剰余金の部では、平成１７年度純利益を

減債積立金と利益積立金にそれぞれ繰り入れし、平成１８年度の企業債償還元金の財源として減

債積立金を取り崩しております。 

 資本剰余金の部では、補助金の当年度発生高に調整交付金１,２１７万５,０００円を計上して

おります。 

 次に、１４ページの欠損金処理計算書について御説明申し上げます。 

 平成１８年度未処理欠損金を利益積立金から繰り入れし補てんしております。 

 次に、１６ページの貸借対照表について御説明を申し上げます。 

 これは、平成１９年３月３１日時点の財政状態をあらわしており、資産合計は１９０億
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４,６４０万９,３９９円、負債合計は１６億７６７万３,３６７円、資本合計は１７４億

３,８７３万６,０３２円でございます。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、附属資料といたしまして、２１ページ以降に事業報告

書、収益費用明細書、固定資産明細書、基金運用利益明細書、企業債明細書、継続費精算報告書

を添付しております。 

 なお、本決算書は地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付

してその意見書を別冊に添付しておりますので、御審議の上、御認定を賜りますようお願い申し

上げまして、認定第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局事業決算の補足説明を終わらせて

いただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、後ほど所轄委員会への付託審

査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としておりますので、ここでは総括的、大綱

的な質疑を行っていただきたいと思います。 

 認定第１号平成１８年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について質疑に入ります。一

般会計歳入歳出につきましては、歳入と歳出を分けて質疑を行います。 

 まず、歳入について質疑を行います。なお、財産に関する質疑もここで行います。質疑はあり

ませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １８年度のいわゆる決算認定ということですが、論議の中で明

らかなように、実際的には大きな特徴として、いわゆる国のいわゆる改悪の部分、それと町自身

が引き下げた部分、これが予算、そして執行上の大きな特徴がある、いうのが実際的な１８年度

の状況じゃないかと。その点から若干歳入から質疑をしたいというふうに思います。 

 まず１点が、町税のうちの国の改定による影響。いわゆる税改正が行われました。町民負担が

ふえました。その影響分について決算上幾らになったのかということで、まず１点聞きたいとい

うふうに思います。 

 そして、２点目として、町税の税関係で特別土地保有税について、２点目として質問します。 

 御承知のように、今回調定額１,４０４万６,８００円に対して、いわゆる収入済み額がゼロで、

いわゆる不納欠損が４０８万９,７００円という状況であります。 

 それで、実際的にこれを見てみると、いわゆる相手方が全くいないのかどうなのかが非常に不

明瞭な、調定ゼロということになるとどうなのかということが非常に不明瞭なのです。聞いてお

きたいというふうに思います。それが２点目です。 

 ３点目として、普通交付税、これも全体として普通交付税と財政対策債と合わせて大体実際的
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には２億円を超える額が対前年減っとるというのが決算の特徴でありますが、その中で普通交付

税分で実際的に、私いつも聞いておるんですが、つかめる範囲でのいわゆる報告ということでま

ず報告を求めたいというふうに思います。これが３点目です。 

 それと、４点目として、諸収入のうち貸付金、元利償還にかかわるいわゆる残高部分ですね。

例えば実際的には調定額は１,８００万円、単年──１８年度あるというふうに思いますが、実

際あと残りの額、いわゆる貸した状態の残高。これが幾らになるのかという点で質問いたします。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  １点目の町税のうちの影響額でございますけども、１としまし

て──町民税のことでございますが、１としまして、生計同一妻２分の１課税の廃止というのが

ございました。これが約１７０万円。それから年金控除の２０万円の縮減というものがございま

した。これが２,８００人で１,６８０万円、それから老年者控除の廃止がございました。これが

２,０５０人程度１,５００万円。それから定率減税の２分の１の縮小ということで６,２００人

影響額、２,５６０万円。５番目として６５歳以上の非課税措置の廃止というものがございまし

た。これが１,２００人、３６０万円。合計６,３００万円程度の影響額を考えております。 

 それと、特別土地保有税につきましては１０数社でございますが、これがバブル期に進出をい

たして広大な土地を所有したわけでございますが、平成１６年度から課税の廃止となっておりま

す。それで、すべてこの社につきましては倒産等しておりまして、時効がこれからかかっていく

ということで、今回４００万円の不納欠損ということになって、４社で４００万円の不納欠損と

いうことになって３５０万円ぐらいふえておるというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  普通交付税にかかわりますつかめる範囲での特定目的ていいますか、

どういったものが含まれているかという御質問でございますけども、いろいろ算定方法等ありま

すけれども、私どもでつかめる範囲でよく議員さんから質問があります、まず公営企業局への繰

り出し分の措置。病床割とか看護師の養成所分、企業債の償還分等と、これ合わせまして公営企

業局分として４億８１４万４,０００円、それから個々の財源対策、一般財源化、財政安定化分

等々でございますけれども、これで２億２,０６６万７,０００円、それから企業債への償還分、

公債費として算定される部分が１５億１,１６６万円と見込んでおります。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっとページ数を見ていただきたいのは、今年度調定額で

１,８００万円の部分、いわゆる……ちょっと待ってね。 
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○議長（新山 玄雄君）  何ページですか。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっと待って。ページ数今めくりよるけえ。 

 諸収入のうち、実際的にページ数でいうと７０ページ。ちょっと見てください。御承知のよう

に単年度でそれぞれ１,８００万円今年度調定額がありますね。実際的にはこれは、今までに貸

し付けしてその年度ごとに入ってくるお金ということになります。そうすれば、たとえば具体的

に言いますと、中小企業なり地域総合整備資金貸し付けにしても、いわゆる相手方に貸し出して

るわけです。実際的にね。それを単年度ごとに償還しよるというのが中身なんです。 

 ほいで、実際的に１８年度末でそれぞれ実際的には貸し付け残が幾らあるのかということなん

です。貸し付け残。ほいじゃけえ実際的には各課が掌握せざるを得んのじゃあないかと。各部、

各部といいますか。実際的にはそれの部分が、例えば地総債でしたらどっちなるんかね。こっち

なのかね。ほいで同和関係だったら民生になりますね。そして、奨学金じゃったら教育委員会い

う格好になるというふうに思いますが、実際的に住宅でしたら環境衛生課になります──これは

同和の方か。民生の方ですね。いうふうに、実際的には過去貸し出した金額があります。それに

対して今一体幾ら残っておるのか、それぞれ目ごとでいいですからね。決算上わからん。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  この前いろいろ貸付金の残高の御質問ですけれども。それと今議員

さんおっしゃるとおり各課担当課で掌握している部分なんですが、決算統計上の貸付金の１８年

度の残高で行きますと、８,０２１万６,０００円という数字はございますが、それぞれ個別の、

それぞれ貸し付けごとのということになると、各担当課からの数字でないとちょっと私どもでの

掌握はちょっと難しいので、各課からの答弁になろうかと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 中小企業勤労者小口資金の貸付金でございますが、１件の融資残高は１００万円でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  同和福祉援護資金並びに住宅新築資金につきましては、現在資

料を持ち合わせておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  地総債の関係は旧大島の関係だというふうに思います。いわゆ

る企業があの当時設備投資をするときに一定の貸出条件があって金利を負担するという格好で、

業者に対していわゆる貸し付けしたと。その一部利益を補てんしたというかつての制度だった

と──企業名あえて言いませんが──という建てかえに使った金ではないかと。資金ではないか

と。いわゆる一部建てかえですね。これが幾ら残っとるか、またほいじゃ、報告を求めたいとい
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うふうに思います。 

 ３回だね。 

○議長（新山 玄雄君）  答弁、後ほどさせます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので──浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  先ほどの説明では──収入ですが、不納欠損額とか、ことしはか

なり詳しく説明がありましたので、「質問をせい」ということでしょうから質問しますが。収入

未済額のところで質問しますが、いわゆるこれがあるということは、口座振替による形が多いい

んですかね。やっぱり取れないということは。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  不納欠損につきましては……（発言する者あり）収入未済につきま

しては、一般の税につきましては大体昨年程度、国保税につきましては、昨年１８年度で１億

５,０００万円程度の税率アップをいたしております。これによりまして、通常約２,５００万円

の未収額でございますが、３,３００万円の現年度未収になって、ちょっと８００万円程度多く

なっております。これは滞納者が約６００人程度おると思われますけれども、口座振替につきま

しては口座不能というものは数件ぐらいしかございません。来月口座を掛けますけれども数件程

度しかございません。口座につきましては、大体６０％程度の口座率でございますけれども、滞

納の常習の方が今ダブっておると、税率を上げてダブっておるということで国保税の方で未済額

がふえておるような状況でございますが、収納率につきましては大体の維持をしておるというと

ころでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それでちょっと提案なんですがね、結局口座振替では、やっぱり

口座に金がなかったら落とせんわけでしょう。最近これはよその自治体、本町も検討はされとる

んかもしれませんが、いわゆるカード払いで差し引くというのが、自治体で、かなりの自治体で

検討され、ただこれはかなり手数料が、カード会社に手数料払わんといけんので件数が多いない

と合わん部分はあるんですが、この辺の検討はされてますかね。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  収納の機会の増加ということで、全国的にマッチペイメントシステ

ムということで、そういうカードとかいろいろなものがセブンイレブンとか使えるという民間の

方でやっていただくというのは、いろいろな制度の紹介もございますが、現在では、まあ１０％

の口座振替ということで今研究をしておるとことでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  カード払いについては、まだ検討はしてないという。したことは

あるんです。ぜひですね、これを検討してみてください。その今の、もちろん手数料がかかるん

でね。どっちがどがなかという部分はあるんですが。しかし、いわゆる町民の皆さんもカード払

いの方が得なわけですよ、ポイントがつくわけですからね、同じ払うんだったですね。その辺も

含めたら、やっぱり今の未収が少なくなるというふうに考えられます。ですから、ぜひこれを検

討してみてください。 

○議長（新山 玄雄君）  橋本税務課長。 

○税務課長（橋本 澄夫君）  現在の状況におきましては、今まで住民税も税源移譲ということで

地方税の方に税源が移譲されております。それで国保税もアップしておるようなところで、なる

べく納税者の納付の機会をたくさんつくらねばいけないということでございますので、引き続い

て研究をしていきたいと考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

 次に歳出について、歳出について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１点が、債務負担の残の状況について、全体債務負担の残

の状況について報告を求めたいというふうに思います。これが１点です。 

 ２点目としてですね、当初予算の中でも議論したんですが、いわゆる１年間全体を通しての職

員人件費について質問したいというふうに思います。 

 と言いますのが、実際的には年間通して、それぞれ給料、職員手当、共済という格好で支払わ

れて、去年の質問しとるというふうに思いますが、実際的に当初予算で２４億５,４０１万

３,０００円という状況だったというふうに思います。それが１年たった結果、どういう状況に

なったのか。人権費のうちの職員給与にかかわる部分について質問いたします。これが２点目で

す。 

 ３点目、ちょっと順番はですね、ずっと流れていかんかもわかりませんが、よろしくお願いし

たいというふうに思います。次にですね、星野ワールド実行委員会について質問したいと思いま

す。 

 ことし開館ということなんですが、いわゆる実行委員会補助金という支出形態をしました。そ

うするとですね、どういういわゆる支払い方法をしたのか、やっぱりまたその内訳は実際的にど

うなのかいうのが、２００万円ぱっと渡した渡し切りのあの形態が出るとですね、議員からとっ
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たら非常にまずいと。予算執行上、非常にまずい。今までは少なくとも費目を議会の中で、委員

会で明らかになったかもわかりませんが、費目を明らかにして、きちっと予算計上をして、そし

てそれを補助金として──補助金じゃないんですかね、実際的には──いう払い方をしておりま

すから、その中身について、これは数年間、ことしもやっておりますので、その考え方について

質問いたします。 

 次に漁港関係で質問しますが、漁港関係、いわゆる町長行政報告でもやりましたように、集中

改革プランとかいう言葉がありましたし、いわゆる見直し議論がありました、漁港関係ですね。

それで実際的には、１８年度見直しを含めて実際的にはかなりの金額見直されたんではないかと

いうことであります。港整備なり広域水産物供給整備なり、それぞれ漁港区、事業区ごとでいい

ですから報告できる部分をぜひ報告をお願いしたいというふうに思います。 

 次に、土木管理費のうち総務費について聞いておきたい。この項でいわゆる土地購入費が出て

くるというのがちょっと非常にわかりにくい部分ということで、特に土地開発公社関係なら、や

っぱり実際的には今既に土地、財産だけ残って、実際的な運用はされてないという状況でなかろ

うかというふうに思います。そこで聞いておきたいんですが、その取り扱い方についてですね、

また先行投資した場所についてなど聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、環境衛生関係、住宅関係で借地料が３００万円余り出てきます。いわゆるよその土地に

住宅を建てて借地料を支払うという状況が続いておるようです。実態報告をまずお願いしたいと

いうふうに思います。 

 それと予備費関係の流用について質疑をします。御承知のように、旧町それぞれ予算の議論が

あって、それぞれ町ごとに財政上取り扱いまちまちだったというふうに思いますが、ことしが大

小数えてかなりの予備費の流用という格好が出ております。それで実際的に予算段階できちっと

立っとけばですね、予備費の流用は必要ないわけなんですが、実際的にはかなりの件数が出ちょ

るんで、その考え方について聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず１点目の債務負担行為の残高という御質問でございますけれど

も。ですから１８年度決算の後の１９年度以降の支出予定額ということで申し上げますと、

１０億１,９００万円ばかりございます。で、これの主なものは防災行政無線の工事、今やって

おりますが２１年度まで、これが主なものでございます。あと残りはそれぞれ特別養護老人ホー

ム等々の債務負担でございます。 

 それからもう１点、予備費の、私の予備費の関係ですけれども。これにつきましては、当初予

算３,０００万円ばかりの予備費を組みまして、あと補正で２００万円ばかりまた補正、追加補

正をしておりますけれども、この考え方ですけれども、主には台風災害、大雨と台風災害、これ
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の災害復旧、応急の復旧経費に約１,０００万円ばかりの充用をしております。 

 それから税の還付。これは法人税等々緊急な還付を要するものがございました。ここら辺りに

４００万円等々、こういったものでトータルで約１,４９１万５,０００円ですけれども、予備費

の充用をさせていただいておるということで、確かに当初予算で組むべきというような議論、御

意見もございますけれども、こういった災害復旧なり、税の還付、ある程度予算組んでおります

が、大雨なり台風災害等々で、予定しなかった支出が必要になったということでの予備費の充用

を行っておるということでございます。 

 それと１点、先ほどの御質問の貸付金の残でございますけれども、地方債の貸し付けの段です

けれども、これ１件で平成２３年度に終了でございますが、残額が５,６３８万２,０００円とい

うことでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  人件費についてのお問い合わせでございますけれども、これはここ

の一般管理費のみではなくして一般会計全職員ということで人件費の比較をさせていただいてお

りますので、その辺で説明させていただきます。 

 昨年度は国家公務員においても人事院勧告、給料等ベースアップございませんでしたので、あ

とは職員の減ですね、退職とか普通退職等も含めて１７年度については３８０名でありましたも

のが、約３７１名ということでマイナス９というようなことで、人件費の給料につきましては、

１７年に対してマイナス２,６１２万２,７７５円の減額ということです。その中につきましては

特別職、町長、副町長、収入役等の５％カット等も含めておりますけども、そういうような状況

でございます。 

 そのほか主だったもので申し上げますと、時間外勤務手当が２,２８２万５,１１５円というよ

うなことで、これは超過勤務につきましては災害等の状況によって大きく変化するものでありま

すけれども、幸いにも昨年度はそういうような災害も少なかったというようなことで時間外手当

も減少しております。 

 それとですね、いろんな通勤手当も、職員の通勤、勤務地の異動等によって約４００万円の減。

それで扶養手当が約３００万円とか、いろいろもろもろのものがありまして、トータルで申し上

げますと１億１８万９,４４１円の減というような人件費の状況であります。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  星野ワールド実行委員会の関係につきまして御質問をいただきまし

た。この補助金として出すのはまずいんじゃないかということでございます。この件につきまし

ては、たしか平成１７年の９月に第１回目の補正をお願いしたとき、そしてまたことしの３月の、

いわゆる１９年度の当初予算の説明のときに、私補足ということで御説明したと思っております
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が、いろいろな、特に芸能界関係については著作権とかもろもろ何が出てくるかわからないんだ

ということで、予算書における節ごとに構成するのは難しいと。したがって、補助金という形で

予算をお願いしますということで議決をいただいているところでございますので、そのあたりで

御理解いただいたらと思います。 

 また１８年度の実績等につきましては、この１８年度そのものは商工観光課が主管という形で

この星野ワールド実行委員会、主体的に動いていただきました。その中でこの５月の１８日付で

実行委員会から町長あてに実績報告書が出ております。内容といたしましては、収入２００万円

につきまして決算が１９２万５,０００円ということで出てきております。その内訳の主なもの

につきましては、旅費が９２万８,０００円、費用弁償等が７２万円、会議費が２３万円といっ

た内訳で出てきております。 

 なお、この詳細につきましては私の方が、実数については商工観光課が実質的な数字を持って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 １８０ページになりますが、広域または港整備事業の事業見直しで減となった事業費、これが

どのくらいかということでございますが、まず港整備交付金事業でございますが、三蒲が事業費

で１億１,６００万円の減、和田が８,１００万円の減、２港合わせて１億９,７００万円でござ

います。それと広域でございますが、白木が７億９,２３０万円、油田が４億５,７１０万円、合

わせて１２億４,９４０万円の減となっております。これが事業縮小計画によりまして減額とな

った事業費でございます。 

 それと１９６ページになりますが、公有財産購入費の土地購入費、これはどういうことかとい

うことでございますが、これは代替用地の売却でございます。県道大島環状線道路改良工事、こ

れに伴う代替用地として土地開発基金で購入していた用地を、交渉がまとまったということで売

り払ったものでございます。土地開発基金に戻し入れるために歳出に計上しております。 

 なお相手先からの売却代金でございますが、これは歳入、６８ページの不動産売却収入に計上

しております。それとこれの場所でございますが、東安下庄の字古城でございます。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  それでは、ただいまの住宅についての借地料について実態はい

かがなものかという御質問ございましたが、当然この住宅については当然各合併前の旧４町にお

いて住宅政策として実施していたものでございますので、どういった理由で借地になったかとい
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うのは、これ私は承知いたしておりません。現状について、その状況を御説明したいと思います。 

 まず八幡団地住宅、これは旧久賀地区でございますが、筆数で５筆、面積が１,８８９.８２坪

でございます。で、借地の金額が１３４万８,７１７円でございます。 

 次に、向津原下団地、これ筆数３筆、７３１坪です。借地料が４９万６,９８８円となってお

ります。 

 また向津原上団地というのがございますが、こちらが２筆、面積が１,１１４.３坪です。借地

料が７５万７,６０３円。 

 次に、砂田団地というのがございます。これは筆数１筆です。２７７.４０坪、借地料が

１４万５,０７４円、以上が久賀地区でございます。 

 そして東和地区にある峠の下団地、これ沖家室でございますが──に、２筆で１９２平米、借

地料が１万２,１００円でございます。 

 次に、橘地区における和戸団地のうち木造部分の住宅部分１筆で１,７２９.０３平米、６５万

３,２７３円となっています。坪と平米で申し上げましたが、いわゆる契約時点で坪で契約して

おります。国土調査があり、平米に面積がすべて直っておりますが、しかし１筆全部でなく部分

的に借地しておるところがございますので平米数に直すととができませんので、契約書上の坪数

でお答えさせていただきました。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  星野ワールド実行委員会について、また総務部関係、ちょっと

質問したいというふうに思いますが、今部長の答弁を聞いておりますとですね、いわゆる執行済

額といいますか、実際的には使いましたよという金、いわゆる残高が出ちょるよね。いわゆる予

算額に対して実際的には５,０００円程度の残額が出るというのがさっきの答弁の内容じゃなか

ったかというふうに思いますが、実際的にはどうなのかということを再質問したいと思います。 

 それとあわせてですね、どういう例えば通常ならその金はどういう格好。例えば預金振り込み

をしたのかどうなのかということなんです、実際的にですね。実行委員会の通帳に振り込んでで

すね、それをほいじゃだれが引き出すのかという問題もあります。印鑑をほいじゃ、だれが保管

しちょるのか、差し引き簿はどこが保管そちょるのか、いろいろな例えば補助金という出し方を

したらですね、単純に著作権で非常にわかりにくいとかいう問題じゃない。議会からしたらです

ね、できるだけ費目を明らかにしてきちっと中身を明らかにするというのが議会の基本的考え方

があります。そういう格好になれば、当然決算のときには実際的ないわゆる使途方法なり、使途

内容はやっぱりきちっと報告すべき内容であろうかというふうに思いますので再答弁を求めたい

というふうに思います。 

 それとあわせて、先ほど総務課長の方から実際的な対前年度比という言い方で答弁がありまし
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た。それで私が聞きたい点は、例えば予算論議のときちょっと思い出していただきたいんですが、

職員人件費の項、いわゆる手当の項、共済費の項あわせて議論したときに、私は過大見込み分が

あるんじゃないかという立場で質疑をしたというふうに思います。いわゆる当年度予算、１８年

度予算で執行部が出した数字が１３億３,０１９万３,０００円、これが職員給与にかかわる部分

として１年分を議会に提示をしたからです。それで職員手当の方が議会に対して、それは扶養、

通勤、住居、管理職手当、期末勤勉、時間外、児童手当、宿日直、その他特殊という格好で個別

それぞれ積み上げたものが全体として７億４,６５５万７,０００円という額を議会に提示しまし

た。その額がですね、それで共済は３億７,９２６万円余り、総額で２４億５,４０１万

３,０００円というのが議会側に予算のとき示した数字なんです。 

 それに対して、私は予算の組み方として、いわゆる過大見積もり部分があるんではないかとい

うことを指摘したと、これ議論しました。それで、そうじゃないんじゃ、見方が違うんじゃとい

う議論もあったけど、それに対して一体幾らだった、総額で幾らだったのかという報告をぜひお

願いしたいという格好で、対前年比で言うたら、また数字が違うてくるんで、その範囲で同じ質

問の中での答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  星野ワールド実行委員会に対しまして、再度質問いただいたわけで

ございますが、この通帳管理、あるいは印鑑管理等々につきましては、この件につきましても、

いつか議会で質問を受けた記憶がございますが、通帳は今総務課の人事行政班長が通帳と差し引

き簿を管理しております。それから印鑑は私が管理しております。 

 それから支出の関係でございますが、先ほど申し上げましたとおり、総額、１８年度について

言いますと、２００万円のうちの会員費が２３万円、旅費が９２万円、費用弁償が７２万円とい

うお話を申し上げました。これにつきましては差し引きがございまして、詳細については先ほど

費用弁償７２万円というお話がございました。これは東京の委員さんが大島に来られたときの旅

費に相当するものということで、実質１６０万円ばかりは職員が東京へ行く、あるいは東京から

こちらへ来るといった形の旅費がほとんどでございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  人件費でございますけれども、人件費は当初予算を計上するときに

は１月１日現在の職員で一応当初予算をし、３月議会で決めていただくということでありまして、

それから４月に入りますと定期異動等で職員も異動されたりとか、それから先ほど申し上げまし

たように定年退職以外で３月に入って、今すぐやめたいというような職員が出れば、そういうこ

とで過大に人件費を予算計上はしておりませんので、その辺を当初予算と決算ということでずれ
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が生じていってると思います。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  大体２点に絞ってきたんですが、実際的には今部長の報告で聞

くと、ほとんどが旅費で２３万円、９２万円、７２万円という数字を言われましたね。それで実

際的に決算時期にいわゆる不用額が出てきたのかどうなのか、今答弁を聞きよると不用額が出て

きたようないわゆる答弁なんですよ、実際的に。それじゃ、不用額、出てきた不用額はどこが保

管しちょるんかということになります、決算上。議会に対する不用額はゼロで出てきて、実際的

には通帳もしくは帳簿上は不用額が存在するということになると実際どうなのかということにな

ります。補助金２００万円という出し方をしたらですね、費目はわからん、それで実際的には不

用額が何ぼあるんかわからん。実際的にはそういう状況が発生するという格好になると議員から

したら非常にまずい運用じゃないんかねというのが質問の趣旨です。そこんところが町長、副町

長の方も、確かに議会に対しては実際的には２００万円よ、４００万円よ、新年度においては

４００万円よっちゅう出し方をするが、実際的には不用額が発生する場合もあるし、そしたら発

生はいつ処理するのかということになりますから、その点の考え方については、やっぱり議会に

対してはきちっと説明できる資料を求めたいというふうに思います。 

 それとですね、再答弁がありました職員人件費です。実際的に今総務課長が言うた流れは、そ

れは私も長年議員やっておりますからわかります。それで実際的には１月１日現在できちっとつ

かんだ数字で予算を計上するというのもわかります。ほいじゃが、実際的にですね、予算という

のは全体の予算を組むわけですよね。その中でできるだけ正確につかむというのが予算を立てる

ときの私の大原則ではないかと。決算においてもそれは実際的には私はできるだけ明確にすべき

だというふうに思うんですよ。 

 そういう中で、確かにつかみにくい部分があるかもわからんが、特にここ数年来財政は非常に

厳しい。決算上は違いますよ、財政は非常に厳しいという説明をする以上はですね、予算、決算

を通じて、実際的には議員の方にわかるようにする、これが私は本来の姿じゃないかという点で

職員給与、これについては１２月に補正されたかもわかりませんが、実際的にはかなりの部分が

あるというふうに思うちょるんです。１３億円のうちのかなりの部分がある。だから、積算した

数字が報告できれば、ぜひ報告していただきたいというのが質疑の中身なんですよ。 

 例えば、先ほどから言うように１年間で職員給与費が幾ら払いましたと、支出しましたと、そ

れで職員手当については幾ら払いましたと、そして共済費については幾ら払いましたと、そして

合計で職員に関する部分は１８年度幾ら払いましたという答弁が欲しいわけなんですよ。それを

していただきたい。さっきは総額言うんでなしに、対前年度でぞろぞろざあっと数字を言われた

んで全然わからんかったわけですよ。だからそういう格好で答弁をお願いしたいというのが質問
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の趣旨なんです。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  星野ワールド実行委員会への補助金の不用額についてのお問い合わ

せでございます。参考までに、１７年度につきましては年度途中ということでございまして、実

質の支出は旅費が１件だけということで、１００万円をいただいておりますが、８８万４,０００円

ばかりは町の方へ４月になって返却をしております。 

 それから１８年度につきましては、先ほど申し上げましたとおり、２００万円のうち１９２万

５,０００円ばかり支出をしております。７万５,０００円ばかり残額という形になっております

が、事業そのものはまだ１９年度も引き継ぐという解釈のもとで１９年度に新たに４００万円当

初お願いしておりますが、これとあわせて４０５万７,０００円程度の当初予算という形で７万

５,０００円程度については繰り越しという形でこの委員会が保管をしております。ゼロとして

精算するべきであろうかと思いますけども、引き継ぐという解釈でこの分については御理解いた

だいたところであります。 

 以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  人件費にかかる部分ですけれども、一般会計で申し上げますと、給

料につきましては１３億１,１００万円ばかりです。それから職員手当が７億１,９７０万円、そ

れから共済費が３億７,４７０万円という支出になっています。これは一般会計だけでございま

す。 

 で、先ほどから総務課長の方も答弁ありましたけれども、特会とあわせて全部やりますと、そ

こらの異動等がありますから、比較というのは非常に困難になるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。（「議長、待てよ」と呼ぶ者あり）３回で

す。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  委員会の中でやっぱり十分議論が必要だなという点を私は痛感

しました。 

 と言いますのがですね、星野記念館が運用がいわゆるいつからか、ずっと継続しちょるっちゅ

う解釈はね、勝手な解釈は困る、議長、注意してくださいよ、この支出方法はね、絶対に単年度

主義が原則なんですよ。補助金にしろ何にしろね。それをあいまいに聞き逃すことは、会計原則

から言って大きくずれちょるやり方いうことなんですよ。これは監査委員が指摘したかどうかは

知りませんが、議会からしたら、こういう使い方はあってはならん使い方。これを言うて終わり

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 次に移ります。認定第２号平成１８年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第３平成１８年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第４平成１８年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第５号平成１８年度周防大島町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第６号平成１８年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第７号平成１８年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について質疑はあ

りませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  これは今からいわゆる下水、農村集落排水会計、そしてまたそ

の他漁村までがですね、環境衛生部の方だろう思うんですが、実際的に気にかかるのが、いわゆ

る実際事業を進めていって町内格差がかなり発生する要因がある、それ財政の絡みもあるから、

それ一概には言われんところがありますが、実際的に今やりよるところが済まんと新しい着手は

できないというのが財政当局のある意味で考え方でずっと聞いちょるようなところがあるんです。

ほいで、これは会計ごとで聞くと、逆に非常に難しい部分もありますから、まず会計ごとから、

いわゆるその対象人口なり、町内なりでどういう格好で報告されてもええですからね、実際的格

差が広がりよるんじゃないか、進捗状況含めてですね、ちょっと聞いちょきたいというふうに思
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います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  下水道事業についての進捗状況及びそういったトータル的なこ

とでということで公共下水から漁排まで含めてという御質問でございました。で、公共下水につ

きましては片添地区と安下庄地区、この２つ処理区があるわけでございます。 

 参考までに片添処理区につきましては、計画人口が３,３００人です。しかしながら、計画区

域内の実際の人口につきましては８９１人でございます。で、１８年度末の要するに利用者、人

口が７３７人という状況になります。したがいまして、区域内実質人口に対する普及割合が

８２.８％という形になっております。 

 次に、安下庄処理区につきましては、計画人口が３,５００人、実際の１８年度末の区域内の

人口が２,１４０人でございます。で、実際の利用者の数が１,１７２人ということになりますの

で、区域内人口における普及率は５４.８％という形になります。したがいまして、公共下水に

つきましては、計画人口が６,８００人に対して、区域内の人口が３,０３１人、利用者が

１,９０９人、普及割合が６３.０％という状況にございます。 

 次に、農業集落排水関係ですが、平井地区につきましては、計画人口が２,６２０人、実区域

内人口が１,１６４人、現在の利用者が７７３人、区域内人口で割り戻しますと６６.４％の普及

ということになります。 

 次に、戸田浄化センター、戸田処理区分ですが、計画人口が５５０人、実区域内人口が

２６５人、実際利用者が２４６人ということで、区域内の人口に対する割合は９２.８％の普及

ということになっております。 

 沖裏西、これは昨年供用開始したばかりでございますが、計画人口が１,０７０人、区域内の

人口が８５３人、利用者が２５９人ということで、１８年度末で３０.４％の普及率ということ

になっております。 

 次、同じく１８年度に供用開始いたしました和田処理区につきましては、計画人口が１,６４０人、

区域内人口が９０５人、利用者が１３２人、普及率に直しますと１４.６％、農業集落排水関係

についてトータルしますと、５,８８０人の計画人口に対して、実区域内人口が３,１８７人、利

用者が１,４１０人で４４.２％の普及状況ということになっております。 

 次に、漁排、これは浮島地区ということになりますが、計画人口が３４５人、区域内の実人員

が２５９人ということでございまして、利用者が２４８人、普及率に直しますと９５.８％とい

うことで、総トータルで申し上げますと、町域における下水の計画人口が１万３,０２５人、区

域内の実人員が６,４７７人、実際の現時点の利用者が３,５６７人でございまして、計画区域内
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の普及率につきましては５５.１％といった状況にあるのが現状でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 暫時休憩をいたします。午後１時まで休憩をいたします。 

午前11時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それではおそろいでございます。再開をいたします。 

 先ほど広田議員の質疑に際しまして答弁保留になっておりました。答弁願います。馬野健康福

祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  貸付金の残高ということで７０ページですが、同和福祉援護資

金、これが残高が１００万３,７２０円の３人分です。それと住宅新築資金については２,２８３万

５,１８０円、１３人分となっております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは議事を進行いたします。 

 認定第８号平成１８年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第９号平成１８年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第１０号平成１８年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 認定第１１号平成１８年度周防大島町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 
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 認定第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について、質疑はあ

りませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １点だけ、所管委員会ですから１件だけ聞いておきます。今年

度、いわゆるかなりの金額の６,３１９万４５２円、いわゆる欠損金が出、これを利益積立金で

繰り入れ処理するよという格好の決算書が出されております。この中で一つ、１年間議論してき

てですね、大きな部分が、一つは大島病院等の利用者の件、いわゆる医師や看護師の不足による

部分と、もう一つが国の医療制度改正に伴う部分、いわゆる医療点数の引き下げに伴う部分とい

う格好で２つの大きな要因があるというのが１年間議論してきた内容だったというふうに思いま

す。その中で医療点数の引き下げにかかわる部分の金額、今わかればきちっと報告していただき

たいという部分、それをぜひお願いしたいというふうに思います。 

 それとあわせて、きのうちょっと議論したんですが、もう一つは病院等の利用者数の状況、い

わゆる対前年度と比較して実際的には人数のカウントの仕方が変わりましたというのが監査委員

の報告の中でも出ております。その中身についても報告をお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。２点。 

○議長（新山 玄雄君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  お問い合わせの医療費改定による減収部分というのは、

今資料持ち合わせがありませんので後ほど回答させていただきたいと思っております。 

 それと患者数の数え方のカウントの仕方が変わったという件でございますが、これにつきまし

ては一人の患者様が外来に来られて、耳鼻科、眼科、泌尿器科というふうに３科かかって帰られ

た場合のカウントが、それぞれの科ごとのカウントというのが前の電算機システムではできてお

りませんでした。今度の変わりました医療のシステムにおいて、昨年の４月からそれができるよ

うになりましたので、その部分での患者数の数え方の違いというのが出てまいりました。ですか

ら、旧の場合は一人で３科かかられたら３科の総点数、例えば眼科で２,０００円、泌尿器科で

５,０００円、それから耳鼻科で２,０００円ということであれば一人単価が９,０００円になり

ますけど、今回の場合はそれを３で割ってしまいますので、当然一人単価も平均的に五、六千円

に落ちてきたというのが状況になっております。そういったところでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。決算認定の質疑が終結しましたので、認定第１号平成１８年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１２議案を、本日配布しております議案付託表により、所轄の
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常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号平成１８年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１２号平成１８年度周防大島町公営企業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１２議案を、本日配布いたしました議案付託表のとおり、所轄

の常任委員会に付託することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１９、議案第１号平成１９年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）を上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  議案第１号平成１９年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、補足説明をいたします。 

 別冊の議案つづりのお開き、１ページになります。今回の補正は、第１条に定めるとおり、既

定の歳入歳出予算に１億７,５８５万円を追加し、予算の総額を１５９億７,０１２万９,０００円

とするものであります。 

 また第２条により、地方自治法第２１４条の規定に基づく債務負担行為を定め、第３条により

第３表のとおり地方債の補正を行うものであります。 

 まず歳入歳出予算の補正について、その主なものを事項別明細書により御説明をいたします。

１１ページをお開き願います。 

 歳入の９款地方交付税は、普通交付税の交付額決定により、１億３,２９４万３,０００円を追

加するものであります。１２款の使用料及び手数料の農林水産使用料は、農産物加工施設の利用

増に伴う追加補正であります。１３款国庫支出金、１項国庫負担金は、公共土木施設災害復旧に

かかわる負担金２３３万１,０００円の新規計上であります。 

 １２ページになります。３項の国庫委託金は、基礎年金等事務委託金の交付見込みにより、

２８３万８,０００円を減額するものであります。１４款の県支出金、１項県負担金は、県内小

中学校のネットワークシステム構築にかかわる県負担分８万４,０００円の新規計上であります。

２項の県補助金では、就労奨励サポート事業の創設に伴う県補助金を計上いたしました。３項の

県委託金では、県議会議員選挙委託金の確定による減額補正であります。 

 １６款寄附金は、星野哲郎記念館竣工式におけるお祝い金を一般寄附金として計上をいたしま

した。１７款繰入金は、財政調整基金の取り崩しを１億２,６３６万円、減債基金の取り崩しを

２,０００万円、それぞれ減額するものであります。１８款の繰越金は、前年度からの繰越金を
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１億８,８６３万１,０００円追加し、１億９,８６３万１,０００円とするものであります。 

 １４ページになります。１９款の諸収入は、農産物等加工施設における缶詰用缶の売り上げ増

による補正であります。２０款町債は、臨時財政対策債の発行限度額確定による４００万円の追

加及び災害復旧事業債の新規計上であります。 

 続いて、歳出について御説明をいたします。１５ページになります。 

 ２款の総務費、１項総務管理費、２目文書広報費は防災行政無線整備事業の節の組み替えであ

ります。５目財産管理費では、地方財政法第７条第１項の規定に基づき、前年度繰越金の約２分

の１に相当する１億円を財政調整基金へ積み立てることといたしました。７目の支所及び出張所

費では、地域住民からの要望を踏まえ、各総合支所経費において、工事請負費、原材料費、小規

模施設整備事業補助金、これらを含めまして総額９４７万４,０００円を追加計上しております。 

 １６ページになります。２項の徴税費は、法人住民税等の還付金を１２０万円追加するととも

に、入札減により、固定資産標準値鑑定委託料を１,１００万４,０００円減額いたしました。

４項の選挙費は、県議会議員選挙委託金の確定による減額補正であります。 

 １８ページになります。３款の民生費、１項社会福祉費、２目障害福祉費は、障害者自立支援

法施行に伴う山口県の独自施策として、施設等における就労意欲向上に資する就労奨励サポート

事業の創設に伴う１２２万８,０００円の新規計上であります。３目の老人福祉費は、敬老会事

業において、対象者の増による追加補正であります。４目国民年金費は、財源の調整であります。

５目の介護保険対策費は過年度補助金の精算であります。２項児童福祉費は、保育所運営費等の

過年度精算金２６１万３,０００円の計上及び児童公園の修繕費を計上いたしました。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は、後期高齢者医療制度への対応として、

各総合支所の窓口においても即時処理が可能となるようパソコン等を整備する経費１５２万円を

計上いたしました。２項の清掃費、２目塵芥処理費では、塵芥処理経費において、最近の原油価

格高騰に伴い、ごみ収集袋の購入単価が当初見込みより大幅に上昇いたしましたので、消耗品を

１６８万２,０００円追加いたしました。また久賀不燃物処理場フェンスの修繕費を計上してお

ります。不燃物処理施設管理費経費では、現在建設中の不燃物最終処分場につきましては、平成

２０年度から運用開始の予定でありますが、運用開始前に水質検査を実施する方がベターである

との判断により、その経費を追加補正しております。 

 ２０ページになります。５款の農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費は、農産物等加工

施設管理運営経費において、利用増に伴う缶詰用缶の購入費を追加しております。５目農地費の

農地一般管理経費では、団体営ため池整備事業にかかわるしゅんせつ土の処理工事費を４７１万

円計上いたしました。排水施設管理事業では、土居排水機場の吐水管の修繕費の計上であります。 

 単県農産漁村整備事業では、当初４地区を予定し、実施してまいりましたが、入札減等による
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事業費の減少により、新たに３地区を追加実施することとし、節の組み換えを行っております。

元気な地域づくり交付金事業は、事業費から人件費への組み替えであります。 

 ２２ページになりますけども、農地・水・環境保全向上対策事業は、対象面積の確定によりま

して、その負担金を２万円を計上するものであります。 

 ６款の商工費、１項商工費、２目商工業振興費の竜崎温泉管理運営経費では、指定管理移行前

に町が販売した回数券の利用者が予定より多くあり、これの負担金を６００万円追加いたしまし

た。３目の観光費の星野哲郎記念館管理運営経費における１７３万３,０００円の補正は、入場

者数の大幅増に伴い、管理人を２名から３名体制で行うための賃金の追加、芝生及び樹木の管理

委託料の追加、祝い金として歳入をしました３７万円を星野ワールド実行委員会へ補助するもの

であります。 

 ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費では、法定外公共物、いわゆる赤線、青線と呼

ばれるものでありますが、久賀南線等５カ所について、これの境界などについて、確認、特定を

する必要が生じましたので、その測量委託料として３５７万５,０００円を計上いたしました。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費では、町道の維持補修費にかかわる工事請負費１,０００万

円及び外灯の修繕費３５万円の追加計上であります。２目道路新設改良費では、町道上浜線改良

事業における法線変更に伴う測量設計費１７６万４,０００円の追加であります。 

 ２４ページになります。６項の住宅費、１目住宅管理費は、各公営住宅の修繕費として、

３００万円を追加計上いたしました。８款消防費の１８８万１,０００円の補正は、消防団員退

職報償金の掛け金が改正となったことによるものであります。９款教育費、２項小学校費では、

小学校管理事務局経費において、各小学校の修繕費を２８０万円追加計上いたしました。３項中

学校費では、中学校管理事務局経費に各中学校の修繕費として１８０万円を追加するとともに、

東和中学校改築にかかわる基本設計委託料を９７０万円計上いたしました。 

 ２６ページの４項社会教育費、３目図書館費は、久賀図書館のエアコンが故障いたしましたの

で、これを取りかえる工事請負費を３００万円計上いたしました。５目社会教育施設費は、東和

総合センター及び橘総合センターのエアコン等の修繕費を計上いたしました。５目保健体育費、

２目体育施設管理費は、東和総合体育館の消防設備点検の指摘事項に伴う修繕費、陸上競技場の

浄化槽ブロアーの故障に伴う修繕費の計上であります。３目学校給食費では、大島地区学校給食

センターの賃金を追加するとともに、橘地区学校給食センターの生ごみ処理機の修繕費を計上を

いたしました。 

 ２８ページになります。１０款でございますが、災害復旧費は台風４号及び５号により被災し

た町道等の復旧経費として、単独災害復旧事業１,０００万円、補助災害復旧事業４７０万

５,０００円を計上いたしました。 
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 １２款諸支出金、１項繰り出し金は、今回の補正に伴う各特別会計への繰り出し金として

４２３万３,０００円の計上であります。特に今回の補正につきましては、総合支所や建設課所

管事業のうち、特に地域から要望の強い小規模施設整備や原材料支給を初め、維持管理業務経費、

単独災害復旧経費について、特に配慮いたしまして、合計で約３,０００万円の補正をしている

ところでございます。 

 次に７ページに戻っていただきたいと思います。第２表の債務負担行為についてであります。

けさほど行政報告の中にございましたとおり、東和及び橘地区の学校給食センターについては、

平成２０年度から調理業務、配送業務を包括して民間委託することとし、３カ年の複数年にわた

る契約とするため、東和地区学校給食センターは３,０４２万円、橘地区学校給食センターは

２,８３５万円をそれぞれ限度額とする債務負担行為を定めるものでございます。 

 以上が議案第１号平成１９年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）の内容でございます。

慎重御審議いただきまして、御議決いただきますようお願い申し上げまして、補足説明を終わり

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  一つは債務負担行為について聞きます。今総務部長から、いわ

ゆる民間委託ということで債務負担行為の新たな発生、２０年から２２年ということであります。

これは概算事業費ですが、３カ年にわたり、それぞれ金額根拠があろうかというふうに思います。

その根拠についてまず報告を求めたいというふうに思います。 

 ２点目。今回９月で補正の主な財源が繰越額といわゆる交付税の追加部分ということが２つが

ほとんどの財源になっとると言っても過言でないという状況です。で、実際的にまず交付税とい

わゆる財源対策債、足した額が実際的には昨年度この時期と比べてですね、どういう状況かつか

んでおるかどうか。つかんでおるか。例えば交付税を足した額と対策債を足した額が、旧来のい

わゆる交付税ベースということになろうかというふうに思います。 

 それで今現在でですね、まあこれ難しいかもわからんが、実態としてつかんでる、年次ベース

で対前年と比べてどのくらいの見通しというふうに、一応交付税も確定、対策債も一応補正しと

るんでですね、その辺のところでわかる範囲でちょっと答弁を求めたいというふうに思います。 

 それと併せて、もう１点は、基金の考え方について聞きます、基金。今回２分の１分を繰り入

れるという格好の中で繰越金の２分の１という格好でやっておりますが、これも３月に取り崩し

てですね、実際的に３月予算つくるときに取り崩したりしておりますので、改めてですね、この

時点でのとりわけ財調の補正予算上の金額という言い方が確かだろうかと思いますので、それに

ついて報告を求めたいというふうに思います。 
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 次に、出の方について聞きたいというふうに思います。 

 先ほど部長の方からですね、今回の補正はとりわけいわゆる修繕その他に力点を置いた補正だ

という特別な発言があったわけですが、実際的にはかなり厳しい財源の中でも予算要望の大きい

部分としては当然今言われた部分とあわせて民生部分をかなり削られた部分が、どうにか復活し

てほしいという部分がかなりあるんですが、今回の補正も中身は見送りという状況があります。 

 その中で歳出部分で聞きますが、まず１点が実際的の中としては、先ほど認定でも議論したと

ころの星野記念館にかかわる部分であります。今回補正として寄附分も入れて当初で４００万円

でしたか、あわせて補正後それなりの金額になるというふうに思いますが、実際的にこれ以上の

額が支出されているのかないのか、補正の件、ちょっと聞いておきたいというふうに思います。 

 それとあわせて新しいメニューとして１８ページ、ちょっと見てほしいんですが、障害福祉で

町と県が２分の１ずつですね、就労奨励サポート事業ということで、これが障害者にかかわる部

分、いわゆる法律改正に伴って逆に負担が重たくなるという部分で、それ１点改正しようという

ことで県と町がやる事業だというふうに感じておりますが、実際的には自立支援法そのものの中

身を変えんとですね、実際にはたまらんという、これは国でも今議論されよります。そういう流

れについて聞いとれば、ちょっと答弁求めておきたいというふうに思います。と言いますのは、

もう出発時点からこれはもう中身に問題があるということで、あらゆるとこから出ちょるので、

それに聞いてる範囲でわかれば聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、土木費、２３ページですが、法定外公共物特定作業ということで測量等の部分が入って

おります。先ほど５件という報告があったというふうに思いますが。実際的に町が行う事業、概

念ですよね、いわゆる町が行う概念としては、かなり地籍上はいろいろ入り組んだところがいっ

ぱい残っちょると思うんですよ、実際的に。それで今現在もうそのうちの何分の１かぐらいが今

こうしてやられよるんじゃなかろうかというふうに思うんですが、実態的な数字はつかんでおる

んだろうかどうだろうか。気がついたところからこういう補正で上げていくというやり方なんじ

ゃろうか、どうなんじゃろうか、それを含めて聞いちょきたいなというふうに思います。 

 それと補正の組み方として、今まで修繕費等は各学校ごとにそれぞれ分けて支出されよりまし

た。それが今回は一まとめにして支出するというやり方、補正を変えてきちょるというふうに思

われますが、実際的には今後はこういうやり方で行くのかどうなのか。当初予算では、当然ずっ

と分けて学校等に、各学校に支出しよりました。それが今度はもう一かたまりで補正という格好

で出てきよります。それも変更の対象なのかどうなのか、あわせて聞いちょきたいと。今度はも

うずっとそのやり方で行くということなのかどうなのか聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  それでは債務負担のことについてまずお答えをいたしますが、東和
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給食センターが年間が、今見積もっておるのが人権費や社会保険料等それぞれあわせて１,０１４万

円を見込んでおります、年間がですね。これ掛ける３ということでございます。で、橘が人件費

等をあわせまして９４５万円を見込んでおります。で、少し差があるわけですが、それはなぜか

と言いますと、中身はほぼ一緒なんですが、実は配送業務が東和については油田地区と城山地区

の２方面にあるわけです。橘については１台でやるということで、東和については２台というこ

とで。ですから、配送の運転手が１名と２名ということで、そこの差が出ておるということでご

ざいます。 

 次に、予算の組み方ですが、今までが各学校で当初予算は５万円ほど、わずかでありますが予

算の組み方の関係でそういった事情があったわけですが、これからはやはりいろいろ把握するの

に事務局で一括して予算を組んで執行する方がより効果的であるという判断からこのようなこと

をいたしています。これからもこのようにしたいというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず１点目の交付税で１８年度、１９年度の比較ということでござ

いますけれども、普通交付税、１８年度が決定額が７１億４,２７５万９,０００円、今回１９年

度が７０億４,２９４万３,０００円ということで、差し引き９,９８１万６,０００円の減、

１.４％の減でございます。これに臨時財政対策債を加えたものですけれども、臨時財政対策債

が１８年度が４億６,７３０万円、１９年度が２億２,４００万円でございます。ですから、これ

をあわせますと、１８年度が７６億１,００５万９,０００円、１９年度が７４億６,６９４万

３,０００円ということで、１億４,３１１万６,０００円、１.９％の減という状況でございます。 

 それともう１点、基金の状況でございますけれども、今回財政調整基金の積み立てあるいは取

り崩しの減、それから減債基金の取り崩しの減を行っておりますけれども、この結果ですけれど

も、財政調整基金につきまして、残高が１０億８,００５万３,０００円、それから減債基金が

１億６,６７９万４,０００円という状況でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 まず星野ワールド実行委員会、今回補助金３７万円の追加で４３７万円、これ以上ないのかと

いうことでございますが、実際には旅費──式典にかかわる旅費が追加となっております。で、

これが予備費で５０万円ほど対応させていただいておりまして、総額になりますと４８７万円と

なります。この予備費で対応となった理由でございますが、東京からの来賓者の送迎、これを広

島空港として予定しておりましたが、飛行機の到着便との理由、式典までに時間の余裕がない

等々で松山空港とし、海路を、これは貸し切り高速フェリーとなったものでございます。これに

つきましては東京の事務所との来賓者の方と協議をいたしましたけれども、式典直前の変更であ
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りまして予備費での対応となったものでございます。よろしくお願いいたします。 

 それと土木費で法定外公共物の作業でございますが、これは件数は５件でございます。で、実

質はかなりの数字があるんじゃないかということでございますが、実質かなりの件数があろうか

と思います。ただ全体のこの数字の把握というのは困難でありますので、そういうのが発覚して

出てきた時点でそれなりの対応をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  障害者自立支援法の関係についてでありますが、今回就労奨励

サポート事業というのを計上させていただきました。この事業は障害者自立支援法の施行により

まして、在宅の通所者の工賃が収入とみなされることになったということで、その工賃収入より

高い利用料を支払うケースが出てきた。そのために通所の授産施設などの利用控えが見られると。

そのために山口県独自にこういう事業をつくったわけですが、この中身につきましては、一応平

均工賃が平均利用料を下回る施設に対しまして、一人当たり月額４,０００円を上限に奨励金を

出そうというものと、施設に対して環境改善のために年間４０万円を限度に出そうというもので

あります。 

 障害者自立支援法につきましては、いろいろ法施行から障害者団体等いろいろ苦情とか、国に

どんどん上がってきておるようであります。で、やはり基本が１割負担というのは大変きついと

いうようでありますので、国の方では改正については協議をするというふうな話は聞いておりま

すが、そのような現在情報というのはこちらには全く入ってきておりません。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今から決算認定においても議論されていくわけなんですが、予

備費の運用について若干執行部の考え方を聞きたいというふうに思います。 

 と言いますのが、実行委員会等に補助して行うと。そして、実際的には足りなくなったから予

備費で急遽対応するというやり方なんですが、実際的に予備費の流用そのものが予算の範囲内で

執行するという基本原則がいわゆる予算のあり方なんですよね、実際的に。それがあいまいにな

るのが、いわゆる予備費の流用という部分なんです、実際的に。やっぱりこれはある意味では対

議会に対しては後退という判断にならざるを得んというふうに考えております。 

 例えば、今たまたま出てきたですが、いわゆる星野ワールド実行委員会に４００万円計上した

と。それじゃ足りんから何十万円か、４５０万円、既にもう流用して使いましたというやり方が

果たして正しいのかどうなのかと。執行部としては確かにですね、補助金、いわゆる補助金とい

う名前で繰り出す方法というのはね、すごいある意味ではやりやすいというか、隠れ蓑になりや

すいんですよね。おまけに実際的には既に予備費で使うちょるという格好になれば、対議会に関
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してはこんなやり方は私は許せないという立場なんですよ。特に今回、かなりの依存的なものが

あったにしてもですね、そのやり方自体は私はいただけない内容ではなかろうかというふうに思

いますが、執行部のこの見解も聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう一つは、教育委員会関係で今年度の実際今回いわゆる東和中学校の建てかえの基本

設計という形で出てきております。それで、前も言うたかと思うんですが、今実際的には耐力度

調査をやりよる年度じゃないと思うんですよ、実際的に。それでそれを今時点で既にもう基本設

計に上げていくと。基本設計を出していくっちゅうことになれば、それを待たずしてその事業を

新たにスタートするということになりゃせんか思うんですが、実際的に耐力度調査の今の状況は、

例えば入札が済んで、それでどういう状況なんかを含めて実際的にはちょっと答弁を求めておき

たいなというふうに思うんですよ。今建て直さんにゃいけない施設かどうかを調査するために耐

力度調査で今年度予算計上したと。それで今度はその結論が出たか出んか知らんが、その同年度

に基本設計で上げていくというやり方。実際的にはその結論を待たずにもうそれは決まった状況

なんだということになれば、耐力度調査はある意味では国庫補助金等のいわゆるための──ため

のっちゅう言い方はおかしいが、部分に入るかもわからんですから、その辺はちょっと聞いちょ

きたいというふうに思います。その２点について聞いちょきたいと。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  御指摘のように今耐力度調査を今からやるところです。入札で業者

が決まりました。１０月に入ってコンクリートのコア抜きをやるわけですが、それが非常に悪い

という予測をしておるわけで。ですからコア抜きの結果が出てから基本調査に入るということで、

その結果を待たずに基本調査に入るという予定にはしておりません。 

 今のところそのコア抜き、実は９００万円ぐらいの予算をとっておったんですが、県ともいろ

いろ交渉しまして今１００万円で執行をしております。コア抜きだけでその耐力度調査が済むで

あろうという今のところ予測をしております。それはなぜかというと、コンクリート強度が非常

に弱いですから、そのコンクリート強度の弱さの基準よりも下に行くと、校舎をはぐったりいろ

んなことをやらなくてもそのコンクリート強度だけでもう建てかえの対象になるということに今

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木副町長。 

○副町長（椎木  巧君）  予備費の充用の御質問でございますが、御指摘のように予備費の充用

につきましては、真に必要やむを得ないものに限るということは当然のことでございます。今回

の件はそれに該当するということで予備費からの流用をさせていただいたところでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 
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○議員（１６番 広田 清晴君）  予備費の流用の原則は、今副町長が言われたとおり、実際的に

はいわゆる必要不可欠なもの、それがないと事業が停止する、もしくはそういういわゆる混乱が

起きるという場合ですが、実際的に国庫補助金でですね──ごめんなさい、補助金で、実行委員

会の補助金で進出するという格好の範疇のもんなんですよ、実際的にね。それでそれがとまると

いうことかどうかというのはね、私は非常にあいまいな、私は部分があるというふうに思います。 

 と言いますのが、先ほどから聞いちょると、いわゆるチャーターせんにゃいけん箇所が変わっ

たとかいう格好になると、実際的にそれだけの多額の部分の不足っちゅうんがね、実際的に私ら

素人から言ったら非常にわかりにくいっちゅうかね。ましてや、その補助金の支出先が実際的に

はいわゆる町の通帳にあるところに入っていくという格好になれば非常に見にくいということだ

けは、やっぱりきちっと見ちょかにゃいけまあというふうに思います。 

 実際的に例えば６月議会もあって、実際的にはそれぞれその都度その都度議会に対して予算に

ついて示される、執行部の示される範疇ですよね。その中で、それじゃ節約はできるのかできん

のかっちゅうふうな部分を含めて、実際的には範疇があろうと。節約したがどうしても足らんか

らこういうもので行くという格好かどうかも、私らからしたら非常にあいまいな部分。それは補

助金ですからあいまいな部分というところがあるんですね、実際的にね。ですから、私はそうい

う意味では、特に予備費の運用については、私たち旧町においてはほとんど予備費の運用をせず

に予算計上してきちっとやっていくと。それは確かに硬い部分もあったかもわからんが、それで

も年間通したらそのぐらいという格好で予算の組み方をしてきたわけですから、すごいあれが中

身的には私、問題があるんじゃないかという気がしております。それ１件だけ言うときます。 

 それとあわせて、もう一つは今回補正に上げている部分は教育委員会関係の基本設計。これに

ついては、いわゆる耐力度調査の中身を見て、早う言ったら結論はもうわかっちょる、ある意味

ではわかっちょるような言い方をするんだが、実際的にはそれじゃそんだけ老朽化し、危険性が

高いものなら、それは合併時点からわかっちょった問題よ。逆に言えばですね、わかっちょった

問題じゃないんかという側面があると思うんですよ。聞いてみますと、かなりいわゆる補強工事

的なものが旧東和においてはやられてきた建物というふうに聞いておりますが、実際的には本当

にそれだけの建てかえの必要性、ましてや後の使い方についてはまだ議論ができてないわけです

から、そういう意味からしたら実際的にはどうなのかと。本当に高テンポでやらないけんものな

のかどうなのかちゅうのが非常にあいまい。既に合併のためのそういう予算組みではないかとい

う危惧が、これも出てくるんが基本的な見方じゃないかというふうに思うんです。本当に危険性

があるなら、合併したりせんで、それは当然ずっと耐震補強については、ずっと県も言いよった

わけですし、国も言いよったわけですから。それが今になって急遽出てくるということ自身が、

実際的には非常に不可解な面があるというふうに見ております。本当に耐震上必要な部分っちゅ
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うのがやっぱり非常にわかりにくい部分。ましてや断続的に予算が出てきますからね。耐力度調

査が出た思うたら、それが進まんうちに基本設計ちゅう出方がしたら、かなり高テンポで建てか

えないけんっちゅう、もうその見方だけになるからね。実際的には中学校の統合問題含め小学校

の統合問題を含む、まだ結論が出てない状況がある中での予算執行だからね、実際的には。その

辺があるから、すごい奇異に感じるというか──いう部分があるという点だけは指摘しちょきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木副町長。 

○副町長（椎木  巧君）  まず予備費のことでございますが、今後ともより慎重に対応してまい

りたいと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  東和中学校の校舎の危険性について、わかったのが、調査をして昨

年の１２月にそれだけのコンクリート強度がないという、建てかえの必要があるというのがわか

ったわけで、それから動き始めたということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ページ数を追って質問したいと思います。まず１５ページの総務

管理費の中の久賀支庁経費の中の工事請負費についてもう少し詳しく説明を、場所とか工事の内

容をお願いします。 

 １９ページですが、２項清掃費、先ほどの部長の説明では、じん芥処理費のところですが、修

繕費、久賀の不燃物処理場フェンスの張りかえというようにあったかと思うんですが、これのも

う少し詳しい説明。 

 それから２３ページですが、土木管理費の法定外公共物特定作業３５７万５,０００円ですが、

これ先ほどの説明では久賀南というのが少しありましたが、これは実際には久賀南というのはど

この辺かということと、このいわゆる測量ということですが、どういった目的といいますかね、

理由といいますかですね、その何のために測量をするのかという詳しい説明をお願いします。 

 それともう一つ、２７ページですが、社会教育費のところ。久賀図書館管理運営経費３００万

円ですが、これは先ほどの説明ではエアコンの取りかえということでしたが、これは総合セン

ターのエアコンの取りかえということなんでしょうか。これももう少し詳しい説明をお願いしま

す。以上。 

○議長（新山 玄雄君）  野口久賀総合支所長。 

○久賀総合支所長（野口 菊義君）  それではただいまの御質問にお答えいたしたいと思います。 

 今回の補正で、１５の工事請負費１５０万円の補正をお願いしておりますが、補正の内容につ
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きましては、地域からの要望による町道、農道、水路等の維持・補修工事に対応するものでござ

いまして、今年度すでに１４件の要望がございました。うち１０件については、既定の予算内で

対応をいたしましたが、予算を超えての要望がございますので、さらに今回補正をお願いをして

おるわけでございます。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  布村教育次長。 

○教育次長（布村 和男君）  図書館のエアコンの修理だけです。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  久賀不燃物処分場のフェンスの修理のことについての御質問で

すが、このことについて、先般６月定例会のときの御質問のときに、閉鎖処理に向けての中で考

慮したい、検討したい、ということをお答えしたかと思います。しかしながら、全体の閉鎖処理

となりますとかなりまだ期間を要しますので、とりあえず老朽と申しますか、傾斜が今にも倒れ

そうな状況になっておりますので、そのフェンスだけを早急に修理し復元したいということでご

ざいます。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 ２３ページの土木総務費の法定外公共物の特定作業でございますが、久賀南線地先の測量業務

でございますが、これは広域農道の砕石処理場、処理の跡地のところでございますが、この道路

沿いに一部民地が入って、民地との境界を確定しなきゃいけないというのがございます。この特

定作業、これは一般的には赤線、青線、これが民地に入っているということで、それを特定作業

を行いましてそれによって、また買収しなきゃいけないというところも出てこようかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと再度質問をしますが、今の久賀の不燃物処理場のフェン

スですが、これは旧久賀町のとき、僕が前の２期目のときにもあそこを工事をやってフェンスを

取りかえたと思うんですが、余りにも短期間のうちに取りかえが行われています。というのが、

あそこは多分地場も悪いんじゃろうと思う。それとフェンスが高い。だから傾く。一番ただ原因

は、あれはカズラが原因なんです。カズラがフェンスに巻きつくから、それで重みでフェンスを

倒すんです。だから、日ごろからきちんと、あそこは防風林といいますか、木も植えてあります

が、木ももうそのフェンスの網の中にこうきれいに入ってしもうて、それらの重みで傾いた部分

もあると思うんです。だから、日ごろからきちんとあの環境整備をやっちょったら、もっとあの

フェンスはもつんじゃないかというふうに思うわけですが。 
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 それと、ちょうどあそこ境界が国道ですが、どっち側に建っているんですか、あのフェンスは。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  大きく分けて２点御質問があったかと思います。第１点目の日

常の管理、カズラとか云々、たしかそういった点も若干あろうかとは思いますが、せんだって調

査した結果、あのフェンスの基礎の下は大雨のとき等には水が流れていて、要するに吸い出し状

態、そういったことによって、フェンスがかなり傾斜したというのが大きな原因です。 

 ２点目のフェンスの施工は、施工時の図面とも所轄にございます。現場で測量したわけじゃな

いですが図面で判断する限り、不燃物処分場の方に入っております。町有地です。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ちょっと今、初めて聞きましたが、大雨によって地盤が緩んだと。

これは、原因は国道にあるじゃないですか、それは。それはあそこにどこから水が流れてくると

いって、国道から流れてくるわけですから。これは国に言わにゃいけん。フェンスが倒れるよう

じゃどうもならん。若干じゃなしに、やっぱり一番の原因はやっぱりだからカズラです。カズラ

と木です。あれはじゃけ、いずれは木が大きくなったら、僕ははあフェンスをやめるんかと思い

よった。要は、あれがなぜフェンスがあるかと、ごみを捨てるからです。一般のものがごみを投

げるからあそこにフェンスをつくったというか、旧久賀町のときにつくったんですけども。こう

再々あそこをやりかえるんだったら、これはたまったもんじゃない、これは。今度きちんと、そ

れはきちんとした地盤を改良してやるか。もう、あそこもいずれにしても閉鎖してしまうんであ

れば、この際やめてもいいと思う、あれは。木があるんです。そがいなん気がします、もう。い

や、むだになる、これだけやったら。７０何万円もかけて再々。それは実情がわかるから、僕は

申し上げるので。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  閉鎖処理するに当たって、もう閉鎖するんであればやめた方が

いいのではないかという御提言でございますが、あくまで不燃物処分場として利用した区域、こ

れについては幾ら閉鎖しても町に管理責任がございます。当然、先ほど発言がありましたように、

どうしても人間の心情として、ごみが捨ててあればそこにごみを投げてしまうという、これは久

賀だけに限らず、４地区それぞれ同じような状況で今日まで至っております。そういったことも

含め、国道沿いでもございますし、要するに町の管理責任という面からも、そういったいろんな

ごみの投げ捨て防止の点からもきちっとした境と申しますか、そういったことがよりできないよ

うな状態にして管理を今後もしていきたいと考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので質疑を終結します。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第２号 

日程第２１．議案第３号 

日程第２２．議案第４号 

日程第２３．議案第５号 

日程第２４．議案第６号 

日程第２５．議案第７号 

○議長（新山 玄雄君）  次に移ります。日程第２０、議案第２号平成１９年度周防大島町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）から日程第２５、議案第７号平成１９年度周防大島町渡

船事業特別会計補正予算（第１号）までの６議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  それでは、議案第２号平成１９年度周防大島町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）につきまして補足説明を行います。 

 予算書の３１ページをお願いいたします。今回の補正は、平成１８年度決算に伴う精算及び負

担金等の確定が主なものであります。本文で既定の歳入歳出予算の総額に１億１１９万円を追加

し、総額を３７億３８８万３,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書の３７ページをお願いいたします。歳入であります。３款の国庫支出

金１目の療養給付費負担金では、４４８万９,０００円を減額いたします。これは現年度分の老

人保健医療費拠出金及び介護納付金の確定による減額であります。 

 ４款の療養給付費等交付金では、現年度分退職者医療交付金の老人保健分の確定による

１,３８３万５,０００円と過年度分の５８９万６,０００円の追加計上であります。 

 ８款の繰入金では、職員給与費等繰入金７万４,０００円の追加と財政安定化支援事業繰入金

を確定により１,４８２万６,０００円減額をいたします。 

 ３８ページをお願いいたします。９款の繰越金は、前年度からの繰越金を１億７０万円追加い

たします。 

 次に、３９ページ、歳出であります。１款の総務費は、財政診断経費として７万４,０００円

の追加計上であります。 

 ３款の老人保健拠出金では、医療費及び事務費拠出金の確定により４０５万１,０００円を追

加いたします。 

 ４款の介護納付金も確定によりまして３４万３,０００円の減額であります。 
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 ４０ページをお願いいたします。７款の基金積立金は、国保財政の基盤安定のため８,０００万

円を基金へ積み立てを行います。 

 ８款の諸支出金では、平成１８年度の療養給付費返還金として１,８３５万６,０００円を追加

計上いたします。 

 １０款の予備費では、９４万８,０００円を減額し財源調整を行っております。 

 以上が平成１９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の補足説明であ

ります。 

 続きまして、予算書の４１ページをお願いいたします。議案第３号平成１９年度周防大島町介

護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきまして補足説明を行います。 

 今回の補正は平成１８年度決算に伴う精算を行うものであります。それでは、本文で既定の歳

入歳出予算の総額に８,３８８万４,０００円を追加し、総額を３０億４,１７２万円とするもの

であります。 

 それでは、事項別明細書の４７ページをお願いいたします。歳入であります。８款の繰越金で

は、前年度からの繰越金として８,３８８万４,０００円を追加いたします。 

 次に、４８ページ、歳出であります。１款の総務費２項の徴収費では、過年度分の保険料還付

として９７万７,０００円を追加計上をいたします。 

 ４款の基金積立金では、前年度決算に伴う介護給付費準備基金への積立金として３,６４５万

４,０００円を追加いたします。 

 ７款の諸支出金では、前年度実績に伴う国などへの返還金として４,６４５万３,０００円を計

上いたします。 

 以上が平成１９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の補足説明でありま

す。私からは以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  それでは、私からは議案４号から議案第６号までについての補

足説明をさしていただきます。 

 最初に、議案第４号平成１９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明いたします。 

 別冊議案つづりの４９ページをお願いいたします。今回の補正は、既定の歳入歳出予算に

１,５２２万５,０００円を追加し、その総額を１５億３２３万７,０００円とするものでござい

ます。 

 その概要につきまして事項別明細書により御説明いたします。５５ページをお願いいたします。

歳入の２款使用料及び手数料１項給水使用料につきましては、片添浄化センターの使用水量増に
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伴う給水使用料１１２万２,０００円の追加計上と、３款繰入金において一般会計から１,４１０万

３,０００円を繰り入れての財政調整でございます。 

 次、５６ページをお願いいたします。歳出の１款簡易水道費２項事業費１目維持管理費につき

ましては、漏水対策及び電気計装設備の修理に要する経費１,５２２万５,０００円を計上いたし

ました。 

 以上が議案第４号平成１９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

の概要でございます。 

 次に、議案第５号平成１９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について御

説明いたします。 

 ５７ページをお願いいたします。今回の補正は、既定の歳入歳出予算に５４万６,０００円を

追加し、予算の総額を５億３,６００万３,０００円とするものでございます。 

 ６３ページをお願いいたします。歳入の４款繰入金につきましては、一般会計から３３万

８,０００円を繰り入れし、また５款諸収入２項営業外利益は、消費税につきまして当初予算に

おきましては２５０万円納付と見込んでおりましたが、申告の結果、還付となりましたので、消

費税還付金２０万８,０００円を計上いたしました。 

 ６４ページ、歳出になりますが、１款公共下水費２項事業費１目維持管理費につきましては、

片添浄化センターの処理方法について、長期的観点から再処理水の利用から水道水の利用へ切り

かえたことに伴う水道使用料の増額、及びマンホールポンプ等の修繕費の追加であります。また、

歳入で申し上げた理由により、公課費において消費税２５０万円いたしておるところでございま

す。 

 以上が議案第５号平成１９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）についての

概要でございます。 

 続きまして、議案第６号平成１９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）について御説明いたします。 

 ６５ページをお願いいたします。今回の補正は、第１条にございますとおり既定の歳入歳出予

算の総額については変更ございません。また、地方債につきましては第２表地方債補正のとおり

でございます。 

 ７３ページをお願いいたします。歳入ですが、１款分担金及び負担金につきましては津海木地

区の事業費増に伴う分担金１７万４,０００円、４款繰入金は一般会計よりの繰入金２万

６,０００円の計上、また６款町債につきましては下水道事業債、過疎対策事業債、それぞれ

１０万円減額いたしております。 

 歳出につきましては７４ページをお願いいたします。１款農業集落排水費２項事業費２目農業
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集落排水事業費は、秋地区の人件費及び事業費９０９万円を津海木地区への事業費へと組み替え

ることにより、津海木地区の平成１９年度完成を目指すものでございます。 

 以上が議案第４号から議案第６号までについての補足説明でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総務部長。 

○総務部長（村田 雅典君）  議案第７号平成１９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして補足説明をいたします。 

 補正予算書７５ページをお願いいたします。今回の補正は、第１条のとおり既定の歳入歳出予

算に３８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を７,７７２万７,０００円とするもので

あります。 

 その概要につきまして事項別明細書により御説明をさしていただきます。８１ページをお開き

願います。歳入であります。３款の県支出金は、前島、情島、浮島の各航路の県補助金が確定い

たしましたので、総額４１３万１,０００円を減額するものであります。これに伴いまして、

４款繰入金において、一般会計からの繰入金を４５１万８,０００円追加し、財源調整を行って

おります。 

 ８２ページをお願いいたします。歳出につきましては１款事業費２項事業費におきまして、各

航路運行費の財政調整及び２目情島情島航路運行費で、情島の浮き桟橋が台風で被災いたしまし

たのでこれの修繕費を３８万７,０００円計上いたしました。 

 以上が議案第７号平成１９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）についての概

要であります。何とぞ慎重審議をいただきまして御議決いただきますようお願いいたしまして補

足説明を終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩をいたします。２時２０分まで休憩をいたします。２時２０分。 

午後２時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時20分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、再開をいたします。 

 先ほどの広田議員の質疑に対する答弁保留されておりました。答弁お願いします。村岡公営企

業局財政課長。 

○公営企業局財政課長（村岡 宏章君）  広田議員さんの質問にお答えします。 

 平成１８年度診療報酬の改定、国の３.１６％に対しまして、当公営企業局では東和病院では

２.３６％、橘病院の影響が大きくてマイナスの１１.５５％、大島病院が４.７０％のマイナス

改定です、すべて。３病院合わせまして４.２８％のマイナス改定になっております。 

 以上です。 
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○議長（新山 玄雄君）  先ほど説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２号

平成１９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はありませんか。

広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １件だけ質疑をしておきたいというふうに思います。といいま

すのが、今年度繰り出し金、いわゆる減額としては財政安定化支援事業ということで交付税の決

定に伴い、部分というふうに聞いておりますが、実際的にかなり大きいので、その中身について

質疑をしておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  財政安定化支援事業ですが、これは応能割が低いとか病床数が

多いとか高齢者が多いということで普通交付税に算定されるわけですが、当初予算では１８年度

決算額を計上しておったわけですが、１６年度と１７年度を比較しますと税の軽減世帯が大きく

減少しているということで、平成１６年度が５,０９０世帯が１７年度では４,５６２世帯という

ことで、軽減世帯が減少したことによるものであります。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第３号平成１９年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第４号平成１９年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第５号平成１９年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第６号平成１９年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 
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 議案第７号平成１９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はありません

か。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  先ほどの説明では、県の支出金が確定をされたから減額になった

という話でしたが、これについてはどうなんですか。確定なんですか、まだですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中野政策企画課長。 

○政策企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 国については、実は国費につきましては既に今年度３月に確定しております。県費については

欠損額から国費が決まりまして、その残りが県費決まるわけですが、県費については１年おくれ

の６月に決まるということで、この今回の補正ということでございますので、国費はもう既に決

定ということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ということは、結局、今の減額になった部分を一般財源から補て

んというか、繰り出しをされておる。もうだから、それが確定ということになるわけじゃね。し

ようがないというか。その部分は国については見んわけですか。 

○議長（新山 玄雄君）  中野政策企画課長。 

○政策企画課長（中野 守雄君）  お答えいたします。 

 実は、国費につきまして当初の見込みよりも４００万円ほど多かったと。ですから、逆に県費

が４００万円下がったということでございます。ただ、年度が１年おくれで来ますのでその辺の

若干の操作といいますか、その辺は１００％がっちりいかないところがありますが、そういうこ

とでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 以上で議案第２号平成１９年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）から

議案第７号平成１９年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第１号）までの質疑を終結しま

す。 

 討論、採決は最終日といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第８号 

日程第２７．議案第９号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２６、議案第８号周防大島町一般廃棄物処理施設の設置等に関す

る条例の一部改正についてと日程第２７、議案第９号周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する
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条例の一部改正についての２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木副町長。 

○副町長（椎木  巧君）  それでは、議案第８号周防大島町一般廃棄物処理施設の設置等に関す

る条例の一部改正につきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は、本年１１月末に完成予定のリサイクル施設と最終処分場の名称と位置について定める

ものでございます。施設の名称につきましては施設ごとに「周防大島町リサイクルセンター」

「周防大島町最終処分場」とする場合もありますが、同一敷地内に複数の施設がある場合は全国

的に見て、「環境センター」あるいは「エコパーク」のように総称する例が多く見受けられます。 

 本施設は、循環型社会構築の環境づくりを担うリサイクル施設と環境に優しい被覆型処分場で

構成する複合施設でありますし、本町では既にし尿処理施設の名称を「周防大島町衛生セン

ター」、焼却施設を「周防大島町清掃センター」としていることから既存の施設名とのバランス

を考慮し、「周防大島町環境センター」といたしました。 

 施設の位置につきましては、代表地番の周防大島町大字西安下庄字大泊３７２０番１にするも

のであります。 

 なお、「情島衛生センター」及び「周防大島町瓦処分場」につきましても、本条例において定

めようとするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 引き続き、議案第９号周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきまして

補足説明を申し上げます。 

 本案は、町民が排出いたしました資源物の所有権を明確にすること及び、本年度完成するリサ

イクル施設に直接搬入されるごみ処理手数料金の設定につきまして、御提案を申し上げるもので

ございます。近年、金属類のスクラップ相場が高騰していることを背景に、全国的に自治体の指

定した収集場所に出されている金属類などの資源物を、第三者が持ち去るという問題が発生をい

たしております。本町では幸い、そのような行為があったという報告は受けておりませんが、収

集場所に出されている資源物を町の所有物として明確化することでそのような行為を防止するた

め、第３条の２として条文を加えようとするものでございます。 

 次に、リサイクル施設に直接持ち込まれる不燃系粗大ごみ等の処理手数料についてでございま

すが、ほとんどの自治体が受益者負担の原則にのっとり、処理料を徴収しているのが現状であり

ます。本町におきましても受益者負担の原則はもとより、排出の抑制を図るため、１０キログラ

ム当たり１００円の処理手数料を設定しようとするものであります。かわら等の処分手数料につ

きましては、瓦処分場設置及び管理条例の廃止に伴い、本条例の別表において定めようとするも

のであります。 
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 なお、施行期日につきましてはリサイクル施設の竣工時期と町民の皆さんへの周知期間を考慮

いたしまして、平成１９年１２月１日から実施しようとするものでございます。何とぞ慎重なる

御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終りましたので、これより質疑に入ります。議案第８号周防大島

町一般廃棄物処理施設の設置等に関する条例の一部改正について質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今までこの条例の中、改めて追加したのが情島と周防大島町瓦

処分場という格好で、新たに条例設置ということになっておるんですが、今までは実際的には規

則運用だったのか、それとも規則もなかったのかどうなのかということで、新たに条例設置とい

うことはわかるんだが、どういう流れになっていたのか、ちょっとわかる範囲で答弁をお願いし

たいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  瓦処分場についてはございました。しかし、情島のし尿衛生セ

ンターについてはございませんでした。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  今の一緒のところですが、かわらの処分場について質問しますが、

今までは条例があってその条例の下で行われて、今度はいわゆる一緒にするということだと思う

んですが。これは旧あと３町について、これは多分場所が和田なので旧東和町であったんだろう

と思われるわけですが、今後についてはもう１つの町になりましたから、旧３町からも処分が利

用できるというふうに理解をしますが。それで１つ質問をしますが、こっちのこれ９号も質問し

ていいんですか。（発言する者あり）９号は後、後。ああ、それなら、その次に、ごめんなさい。

次のときに質問をします。 

○議長（新山 玄雄君）  それじゃ、いいんですね、今のは。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  議案第９号で質問します。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。次に移ります。議案９号周防大島町廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例の一部改正について質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  ここの２０ページを読みますと、かわら及びこれに類する不要物

というように書いてありますが、これに類する不要物とは具体的にどれらを指すんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  類する不要物という御質問でございますが、タイルとか、あと

コンクリートブロックがありますが。（発言する者あり）はい、そういったたぐいのものを想定

いたしております。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 
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○議員（６番 浜戸 信充君）  それで、こういったものはいわゆる業者さんが、例えば家の建て

かえなんかで出たやつが、もちろん業者さんはここには捨てられんとは思いますが、その辺の見

分け方、業者が持ってくるか一般の家庭が持ってくるか、見分け方についてはどういうふうにし

て判断をされるのか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  業者さんと一般の方との見分け方という御質問でございますが、

現在、対応しておりますのは、あくまでも本人さんが捨てにくるということが、住民の方が直接

捨てにくるということが条件でございます。当然、トラック等が家庭になくて、トラックを借り

てその方が利用する場合もありますが、あくまでも本人さんが処分されるというのが前提条件で

ございます。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それはそうじゃろうけども、それは例えば業者さんが業者の名前

を書いた車で積んでくれば、これはその業者が仕事をしたごみじゃないかというように疑うこと

もできるが、じゃが本人が積んできたというたち、その本人が積んできた、例えば僕が積んでい

ってうちのごみかどうかというのはどうやって確認をとるわけですか。後から確認をとるわけで

すか。（発言する者あり）いや、それじゃが本人というても頼まれて、隣の家のを頼まれてやる

場合もある。（発言する者あり）いや、そこまで詳しく調べんのならいいよ。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  今申し上げたとおり、住民の方が申し込みに来られて自分の家

のこういったものを捨てたいということでございましたら、家まで行って確認はいたしておりま

せん。あくまで、住民の方を信頼して、そのものであるという判断のもとに対応をさしていただ

いております。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  全然別やね、わかりました、はい。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。議案第８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第８号周防大島町一般廃棄物処理

施設の設置等に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第９号周防大島町廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第１０号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２８、議案第１０号動産の買入れについてを上程し、これを議題

とします。 

 補足説明を求めます。椎木副町長。 

○副町長（椎木  巧君）  議案第１０号動産の買入れにつきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は、本年１１月末に完成を予定いたしております周防大島町環境センターで使用する深あ

おりダンプ、移動式クレーン架装トラック及び軽四ダンプの３台を購入しようとするもので、去

る８月２２日、町内の自動車販売業者１０社による指名競争入札の結果、消費税を加えた

９９６万５,３４２円で落札をいたしました周防大島町大字内入の久保モータースと、動産買入

れの契約を締結しようとするものであります。 

 リサイクル施設からの残渣を最終処分場に運搬するための深あおりダンプは、最大積載量４ト

ンで９.５立米の容量を確保するため、荷台のあおりを高くした特注車両になります。移動式ク

レーン架装トラックは、最大積載重量２トンで最大吊上げ容量２.３トンの能力を有し、資源物

の移動等で使用いたします。軽四車両につきましては、少量の資源ごみや埋立ごみを運搬するた

め、多用途に使用できるダンプ式を購入しようとするものであります。なお、納期につきまして

は車両の特質性により、架装期間等を考慮いたしまして本年１２月２０日といたしております。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終りましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回、３台の購入ということで一括入札みたいな格好になって

おるわけなんですが、それで予定価格をつくられたというふうに聞いておりますが、実際的に予
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定価格のあり方として、いわゆるメーカーの言い値が基本的には予定価格になっているのではな

いか。実際的に特殊車というのはかなり下がってきよるというのは、出が悪いとか下がってきよ

るという流れなんですが。実際的には、そういう中での予定価格の設定じゃないかと思われるが、

予定価格の設定において、当然これは結果で示す予定価格ですが、実際的にはどういう組み立て

をしておるのかというのがちょっと非常にわかりにくいので、聞いておきたいというふうに思い

ます。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  予定価格についてということでございますが、あくまで、です

からいろんな当然架装メーカー、自動車メーカー、１社だけではございません。当然極端な話、

国産車と指定しなければベンツもあればいろんなものがあるわけです。あくまでも基準を示して

見積もりを徴収して、その見積もりをどこのメーカーのということじゃなく、数社の見積もりを

取っております。それをもとに予定価格と申しますか、の検討材料とさしていただいております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１０号動産の買入れについて、

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第１１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２９、議案第１１号循環型社会形成推進事業最終処分場整備（建

築・土木造成）工事の請負変更契約の締結についてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木副町長。 

○副町長（椎木  巧君）  議案第１１号循環型社会形成推進事業最終処分場整備（建築・土木造

成）工事の請負変更契約の締結につきまして補足説明を申し上げます。 

 本工事は、環境省の循環型社会形成推進交付金事業の採択を受け、平成１７年９月２２日に飛

島建設・大島建設特定建設工事共同企業体と契約を締結し、平成１７年度から平成１９年度の債

務負担行為により、西安下庄大泊地区に一般廃棄物最終処分場の建設工事を進めているところで
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ございます。最終処分場は、施設周辺の環境保全を図るため、処分場全体を建物で覆う被覆型を

採用いたしたもので、埋立地全体の土木造成工事と建屋の建築工事で構成され、工種も多岐にわ

たっております。 

 現在、工事は１１月３０日の完成に向けて順調に進捗をいたしておるところでございますが、

実施段階で掘削土の増量やのり面保護ブロック擁壁など、施工工法の変更等に伴いまして、この

たびこれに要する経費を増額する必要が生じました。したがいまして、現契約１０億３,８４５万

円に１,２９９万９,０００円を増額した１０億５,１４４万９,０００円の請負変更契約を締結し

ようとするものでございます。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終りましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １つは、工法の変更、それで１つは、いわゆる出てきたものが

おかしいのかどうかわからんが、実際的にかなりの変更額になるわけなんじゃが、中身が非常に

わかりにくいんです。実際的に、例えば現場に携わっている人ならそれなりにもっと詳しく報告

できるかもわからんが、この設計変更のとき工事変更のときは、非常にわかりにくいというのが

議会の側なんです。それで、もう少しちょっと補足説明をきちっとしていただきたいというふう

に思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  内容についてということでございますが、１,２９９万円工事

計で増減を入れますと１,２９９万９,０００円になるわけですが、増加分が２,７１２万

７,７８０円でございます。減額分が１,６８４万８,５５２円、この差額について、今回補正を

お願いしたところでございます。その内容等につきましては１０数項目にわたるわけですが、そ

の主なものについて、今、副町長の方が補足説明を行いました掘削時における掘削土及び、掘削

土の中から予想していなかったコンクリート殻でありますとか、そういったものの処分費の増額

ですとか、そのことによる増額が約１,３００万円でございます。 

 大きなものを申し上げますと、そのほか防災工事の減額分等が７００万円あったり、構造物の、

先ほど申し上げた撤去工事と、失礼しました、撤去工事だけで１,０００万円の増額でございま

す。そういった増減合わせて増加分が２,７００余万円、減額分が１,６００余万円ということで、

今回の１,２００余万円の変更ということに至ったわけでございます。（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  いや、それじゃけ、例えば具体的に私らも非常にわかりにくい

んです。例えば掘削土が思わんものが出てきた。その処理費用について、例えばどこどこへ捨て
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ようと思うたんじゃが、そこには捨てられんようになったからどこどこにどうするとか、そうい

うような具体的な積み上げで補足説明をされたら、それでも割と見えるようになるわけ。（発言

する者あり）いやいや、それは聞く方もあれじゃけ、それじゃけ実際的に、例えば私らもちょっ

とわかりにくいんです。それじゃけ、例えば工事をやりますと、当初こここうでこういう工事を

やってどこで処理をしようと思ったと。その処理場がここじゃできんようになったとか、そのた

めに輸送費がかかるとか下がるとか、処理方が、例えば具体的にどうだというのならわかりやす

いんです。それじゃが、そういう部分が（発言する者あり）、いや、絵がかけんじゃ。 

○議長（新山 玄雄君）  村田環境生活部長。 

○環境生活部長（村田 章文君）  確かにおっしゃるとおりで、契約金額にしたら１.数％で、金

額１,０００万円というのは多額の金額になります。今、御質問のように、例えば構造物の撤去

工事ということで、先ほど申し上げましたコンクリート殻ですとかそういったものについて、土

の中ですから若干あることは予測して当初設計を組んでおります。そういったものについても、

当初予定しておりました９７７万円程度予定しておったわけです。しかし、実際に掘ってみて出

てきた殻とか鉄筋とかそういったものが多くて、全体でかかったのが２,０００万円かかってお

ります。その土の中に埋まっておったそういったものにかかわる増額分が、既にこれで１,０００万

円増額しなきゃいけないというふうな状況が生じてきております。 

 そういったことで、当初設計で予測できるものは予測しておりますが、土の下ですとか、あと

岩盤も当初予測よりも非常に固くて工法の変更を行いました。当然数カ所の調査ボーリングを行

っておりますが、中に施設の中に全部何本もすべてやるわけじゃないですから、そのボーリング

に当たっていないところで施設で部分で、パイルを打っておったら途中で入らなくなったと、そ

ういったことに供うものでございまして、あくまでも当初設計では予測できる範疇においての設

計でございますので、そういったことでの増額ということで御理解をいただければと思います。

（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。議案第１１号循環型社会形成推進事業

最終処分場整備（建築・土木造成）工事の請負変更契約の締結について、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．山口県後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３０、山口県後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙を行いま

す。 

 この選挙は、広域連合規約第８条第４項の規定により、県内すべての町議会における得票総数

により当選人の決定をすることになりますので、会議規則第３３条の規定に基づく選挙結果の報

告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 

 選挙結果の報告については、会議規則第３３条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

投票数までを報告することといたします。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則第

３３条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の投票数までを報告することに決定しました。 

 選挙の方法については地方自治法第１１８条第１項の規定により、投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖いたします。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（新山 玄雄君）  （発言する者あり）推薦はだめでございます。（発言する者あり）立候

補者（発言する者あり）この前、暫時休憩します。 

午後２時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時49分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、再開します。 

 ただいまの出席議員は２４名です。（発言する者あり）ちょっと静粛にお願いします。ただい

まの出席議員は２４名です。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１番、安本貞敏議

員、２番、伊東梅芳議員を指名します。 

 候補者氏名掲示と投票用紙を配布いたします。 

〔候補者氏名掲示・投票用紙配布〕 

○議長（新山 玄雄君）  候補者氏名掲示と投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 
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〔投票箱点検〕 

○議長（新山 玄雄君）  異状なしと認めます。 

 念のため申し上げますが、投票は単記無記名であります。 

 お手元に配布いたしました候補者氏名掲示をもとに、投票用紙に候補者１名の氏名のみを記載

の上、事務局長の点呼に応じて順次投票を願います。 

 ただいまから投票を行います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番 安本 貞敏議員        ２番 伊東 梅芳議員 

 ３番 土手 正喜議員        ４番 平野 和生議員 

 ５番 荒川 政義議員        ６番 浜戸 信充議員 

 ７番 杉山 藤雄議員        ８番 神岡 光人議員 

 ９番 田村 三郎議員       １０番 伊藤 秀行議員 

１２番 平村 真成議員       １３番 魚谷 洋一議員 

１４番 松井 岑雄議員       １６番 広田 清晴議員 

１７番 魚原 満晴議員       １８番 冨田 安英議員 

１９番 木村  潔議員       ２０番 中本 博明議員 

２１番 平川 敏郎議員       ２２番 田中隆太郎議員 

２３番 小田 貞利議員       ２４番 尾元  武議員 

２５番 久保 雅己議員       ２６番 新山 玄雄議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（新山 玄雄君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（新山 玄雄君）  開票を行います。 

 安本議員、伊東梅芳議員、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（新山 玄雄君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数２４票、有効投票２４票、無効投票ゼロ票です。有効投票のうち渕上正博候補１票、

新山玄雄候補２３票、以上のとおりです。 
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 よって、ただいまの選挙結果を山口県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則

第７条の規定に基づき、直ちに山口県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙長へ報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上で本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の会議は９月１８日月曜日午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（坂本  薫君）  御起立願います。 

○議長（新山 玄雄君）  どうもありがとうございました。 

午後２時56分散会 

────────────────────────────── 


